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平成２８年第１回千早赤阪村議会定例会会議録（第１号） 

 

１． 招集年月日 

   平成２８年３月１日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村役場 二階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  井 上 昭 司         ２番  関 口 ほづみ 

   ３番  徳 丸 幸 夫         ４番  浅 野 利 夫 

   ５番  清 井   浩         ６番  田 中 博 治 

   ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   な   し 

５． 署名議員 

   ５番  清 井   浩         ６番  田 中 博 治 

６． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  松 村 典 英     主    査  井ノ本 純 一 

７． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   副  村  長  吉 田 裕 彦     教  育  長  矢 倉 龍 男 

   人事財政課長  菊 井 佳 宏             中 野 光 二 

   住 民 課 長  池 西 昌 夫     健康福祉課長  和 田 博 幸 

   健康福祉課参事  西 口 美 和     まちづくり課長  森 田 洋 文 

   理 事  高 橋 昭 二     施設整備課長  赤 阪 秀 樹 

   理 事  西 川 浩 和     理 事  松 本 賢 一 

   教 育 課 長  北 浦 秀 明 

８． 議事日程        

   日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

   日程第 ２ 会期の決定について 

   日程第 ３ 諸報告 

   日程第 ４ 議案第 ７号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例について 

   日程第 ５ 議案第 ８号 千早赤阪村行政不服審査会条例制定について 

会計管理者兼 
総 務 課 長 
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   日程第 ６ 議案第 ９号 千早赤阪村男女共同参画推進条例制定について 

   日程第 ７ 議案第１０号 千早赤阪村税特別措置条例制定について 

   日程第 ８ 議案第１１号 千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について 

   日程第 ９ 議案第１２号 千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等廃止につ

いて 

   日程第１０ 議案第１３号 千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の制定について 

   日程第１１ 議案第１４号 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に

ついて 

   日程第１２ 議案第１５号 特別職の職員の給与に関する条例の改正について 

   日程第１３ 議案第１６号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正につ

いて 

   日程第１４ 議案第１７号 一般職の職員の給与に関する条例の改正について 

   日程第１５ 議案第１８号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の改正に

ついて 

   日程第１６ 議案第１９号 千早赤阪村国民健康保険条例の改正について 

   日程第１７ 議案第２０号 河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設

置規約の変更に関する協議について 

   日程第１８ 議案第２１号 千早赤阪村立いきいきサロンの指定管理者の指定につ

いて 

   日程第１９ 議案第２２号 千早赤阪村立郷土資料館の指定管理者の指定について 

   日程第２０ 議案第２３号 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）

について 

   日程第２１ 議案第２４号 平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について 

   日程第２２ 議案第２５号 平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２

号）について 

   日程第２３ 議案第２６号 平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について 

   日程第２４ 議案第２７号 平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予算に
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ついて 

   日程第２５ 議案第２８号 平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算につい

て 

   日程第２６ 議案第２９号 平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算

について 

   日程第２７ 議案第３０号 平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算につ

いて 

   日程第２８ 議案第３１号 平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算

について 

   日程第２９ 議案第３２号 平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算について 
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            午前１０時００分 開会 

○井上議長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は７名でございます。定足数に達しておりますので、平成２８年第

１回千早赤阪村議会定例会の開会をいたします。 

 まず、本日は松本村長につきましては、体調不良により欠席でございます。 

 まず初めに、２月２５日に開催されました議会運営委員会の報告を求めます。 

 清井議会運営委員長。 

○清井議会運営委員長 去る２月２５日に開催いたしました議会運営委員会におきまし

て、今期定例会の上程予定議案についての審議方法を審査いたしましたので、御報告申し

上げます。 

 まず、本日の付議案件は議事日程のとおり、議案第７号から議案第３２号までの２６議

案でございます。 

 審議方法は、議案第１２号、議案第２１号及び議案第２２号を１議案ごとに本会議にお

いて審議することに決しております。議案第７号から議案第１１号、議案第１３号から議

案第２０号、議案第２３号から議案第２５号の１６議案は、村長の提案理由及び総括質疑

の後、所管の常任委員会に付託することに決しております。なお、議案第７号及び議案第

８号、議案第１４号から議案第１７号、議案第２１号から議案第２２号はそれぞれ一括議

題といたします。議案第２６号から議案第３２号の平成２８年度予算７議案については、

村長の村政運営方針、各会計の概略説明を受け、総括質疑の後、所管の常任委員会に付託

することに決しております。また、新庁舎関係事業等につきましては、庁舎建設特別委員

会を設置し、審議することに決しております。 

 以上、報告といたします。 

 なお、今期定例会の会期は本日３月１日から３月１８日までの１８日間と決しておりま

すので、あわせて御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ありがとうございました。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、５番清井議員、６番田中議員

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○井上議長 議事日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日３月１日から１８日までの１８日間といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日３月１日から１８日ま

での１８日間と決しました。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思います。これに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

            午前１０時０４分 延会 
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平成２８年第１回千早赤阪村議会定例会会議録（第２号） 

 

１． 招集年月日 

   平成２８年３月４日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村役場 二階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  井 上 昭 司         ２番  関 口 ほづみ 

   ３番  徳 丸 幸 夫         ４番  浅 野 利 夫 

   ６番  田 中 博 治         ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   ５番  清 井   浩 

５． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  松 村 典 英     主    査  井ノ本 純 一 

６． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  松 本 昌 親     教  育  長  矢 倉 龍 男 

   人事財政課長  菊 井 佳 宏             中 野 光 二 

   住 民 課 長  池 西 昌 夫     健康福祉課長  和 田 博 幸 

   健康福祉課参事  西 口 美 和     まちづくり課長  森 田 洋 文 

   施設整備課長  赤 阪 秀 樹     理 事  西 川 浩 和 

   理 事  松 本 賢 一     教 育 課 長  北 浦 秀 明 

７． 議事日程        

   日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

   日程第 ２ 諸報告 

   日程第 ３ 議案第 ７号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例について 

   日程第 ４ 議案第 ８号 千早赤阪村行政不服審査会条例制定について 

   日程第 ５ 議案第 ９号 千早赤阪村男女共同参画推進条例制定について 

   日程第 ６ 議案第１０号 千早赤阪村税特別措置条例制定について 

   日程第 ７ 議案第１１号 千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について 

   日程第 ８ 議案第１２号 千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等廃止につ

いて 

会計管理者兼 
総 務 課 長 
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   日程第 ９ 議案第１３号 千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の制定について 

   日程第１０ 議案第１４号 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に

ついて 

   日程第１１ 議案第１５号 特別職の職員の給与に関する条例の改正について 

   日程第１２ 議案第１６号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正につ

いて 

   日程第１３ 議案第１７号 一般職の職員の給与に関する条例の改正について 

   日程第１４ 議案第１８号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の改正に

ついて 

   日程第１５ 議案第１９号 千早赤阪村国民健康保険条例の改正について 

   日程第１６ 議案第２０号 河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設

置規約の変更に関する協議について 

   日程第１７ 議案第２１号 千早赤阪村立いきいきサロンの指定管理者の指定につ

いて 

   日程第１８ 議案第２２号 千早赤阪村立郷土資料館の指定管理者の指定について 

   日程第１９ 議案第２３号 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）

について 

   日程第２０ 議案第２４号 平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について 

   日程第２１ 議案第２５号 平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２

号）について 

   日程第２２ 議案第２６号 平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について 

   日程第２３ 議案第２７号 平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予算に

ついて 

   日程第２４ 議案第２８号 平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算につい

て 

   日程第２５ 議案第２９号 平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算

について 
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   日程第２６ 議案第３０号 平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算につ

いて 

   日程第２７ 議案第３１号 平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算

について 

   日程第２８ 議案第３２号 平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算について 
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            午前１０時００分 開議 

○井上議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は６名でございます。定足数に達しておりますので、平成２８年第

１回千早赤阪村議会定例会を再開いたします。 

 なお、清井議員より本日の会議の欠席届が提出されておりますので御報告いたします。 

 まず初めに、松本村長より挨拶がございます。 

○松本村長 皆さん、おはようございます。 

 初めに、今議会３月１日やったんでございますが、私の不注意によりましてインフルエ

ンザのＢ型と診断されまして、皆さんにいろいろと御迷惑をかけました。まことに申しわ

けないと思いますし、以後こういうことがないように努力をするつもりでございますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、平成２８年度予算でございますが、国の予算は３月末には議会通過ということが

きっちり決まったわけでございますが、私どもも、おくればせながら本日、２８年度の予

算の提案をさせていただくわけでございますが、御存じのとおりでございますけども庁舎

の実施設計が２８年から始まりますし、それからビジターセンターもかなり進捗している

というところでございまして、今、私どもの村、今まで何にもせえへんのかいとか、ある

いは建物も何もせんでどないなってんねんというふうな話を皆さんからいろいろ聞きまし

たが、少しずつ動き出してきたのかなとそういうふうに思います。 

 それからまた、香楠荘でございます。香楠荘とロープウェイでございますが、信越索道

さんに４月１日から運営していただくということになりましたので、日本各地でロープウ

ェイあるいはスキー場その他でケータリングその他をやっておいででございますので、信

越さんのノウハウをいただきながら、今までより元気のある金剛山にしていきたいなと考

えております。 

 そういうところでございまして、この予算はこれから千早赤阪村の改革といいますか、

今よく言われておりますイノベーションの初年度というふうな気持ちで精いっぱい取り組

みたいと思います。また、ぜひ皆さんの御協力をいただきながら、少しでもきょうよりあ

した、あしたよりあさってと、少しずつ村がよくなっていく姿を住民さんにも見ていただ

けるよう精いっぱい努力いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げ、簡単ですが御

挨拶といたします。本日はどうもありがとうございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、７番山形議員を追加指名いた
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します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２、諸報告に入ります。 

 南河内環境事業組合議会の徳丸議員から、組合議会定例会の経過報告がございます。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 報告を申し上げます。 

 去る平成２８年２月１２日、第１回南河内環境事業組合議会定例会が開催されました。 

 付議案件につきましては、報告３件、当初予算１件、諸報告１件でありました。 

 諸報告は、それぞれ承認されました。 

 議案第１号平成２８年度の南河内環境事業組合の一般会計予算が計上され、歳入歳出予

算総額を２２億８，５１５万４，０００円とするもので、これも原案のとおり可決されま

した。 

 なお、千早赤阪村の当組合に対する分担金は６，０２４万８，０００円でございました

ので、報告をさせていただきます。 

 最後に、第２清掃工場の大規模改修の必要性について報告があり、原案どおり承認され

ましたので御報告をしておきます。 

 なお、監査報告第１号例月出納検査の結果報告については、特に問題はなかったとのこ

とでございましたので、あわせて報告しておきます。 

 以上でございますが、なお詳しい資料につきましては事務局に保管しておりますのでご

らんいただきたいと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○井上議長 続きまして、２月２２日に実施いたしました議員会派合同研修について、山

形議員から研修報告をいただきます。 

 山形議員。 

○山形議員 平成２８年度２月２２日、議員会派合同視察研修として五條市食肉処理加工

施設を視察研修を実施いたしましたので、ここに御報告いたします。 

 五條市は、柿の生産量日本一の町として全国へのＰＲを図り、同産業の発展を狙う都市

です。視察を受けていただきましたのは五條市市役所産業環境部農林政策課です。 

 当日、課長の井上氏より食肉処理加工施設ができ上がるまでの説明を受けました。市

は、柿の生産量では有名であるが、農林業の舞台となる山間地域ではイノシシや鹿の被害

の深刻化に伴い、全国的にも拡大する有害鳥獣による農林業被害を食いとめるため、市は

平成２１年度に鳥獣被害防止計画を策定した。この計画に基づき、農作に被害を及ぼす鳥
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獣を捕獲する檻、６００檻を設置、自治体監視のもと捕獲、駆除、処理を行い、個体数等

を調整しているほか、金網棚、電気棚などの設置により被害防止を行っている。その一例

として、平成２３年度のイノシシ、鹿の捕獲量は、市と猟友会員８０名で７２０頭、その

後、平成２５年度から１頭につき猟友会員へ８，０００円の懸賞金がつくようになったこ

とから１２００頭の捕獲量になり、平成２７年度末では１，５００頭までになった。 

 こうした取り組みによって、捕獲した大切な命をただ処分するのではなく生かす方法と

して、平成２７年３月に過疎債を利用して加工施設としてジビエール五條を建設した。県

内自治体初の食肉処理加工施設として本格的に動き出したのは平成２７年度１０月１日か

らである。販売としては、一般向けへの販路は大塔ふる里センター、市民生活協同組合な

らコープなどで、イノシシや鹿の肉は日本料理との相性がよく活用範囲が広いため、市内

のフランス料理店や和食レストラン等でジビエ料理を楽しんでいただいている。ジビエと

は、鹿、イノシシが対象となり食用とする食肉のことを言う。 

 担当者の説明を聞き終え、加工施設へ移動する。市内から紀の川へ渡り、山へ３０分の

道のりで現場に着きました。そこで精肉加工の工程、流れについて説明を受けます。 

 初めに、捕獲したイノシシや鹿は、まず個体検査後清浄し、皮を剥ぎ、枝肉化される。

２番目は、枝肉のうまみを引き出すために一定の期間冷蔵庫で熟成される。３番目は、熟

成された枝肉の部位ごとに切り分け、部位に応じた適切な製品化を進める。４番目には、

精肉されたものは真空パック後、マイナス２０度以下に保たれた冷蔵庫で凍結保管され

る。そして、出荷を待つ。最後に５番目ですが、製品はこん包された冷凍状態を保ったま

ま発送される。こうした徹底した衛生管理と食品保証でおいしいジビエを提供されている

ことでした。 

 最後に、質疑応答では、千早赤阪村での捕獲したイノシシを処理いただくことはできま

せんかとの問いに対し、隣の橋本市からも要望があり、市長にお伝えしておきますとのこ

とでした。学校給食にイノシシの肉を使っているのかとの問いに対し、現在子どもたちに

喜んでもらっているということです。解体する人はどうして採用したかということの問い

に対し、業界から引き抜き、１名採用して、１日５頭の解体作業を行ってもらっていると

いうことです。 

 以上、質疑応答が終わり、午前１０時から始まりました研修も午後０時３０分で終了。

担当者の皆様方へ心から感謝を申し上げ、昼食場所へ移りました。そこでジビエ料理をい

ただきました。大変おいしくいただきましたんですが、帰りしなのバスの中でございます

けれども、できれば村にもこのような施設があればと思いながら有意義な研修ができまし

た。 
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 以上をもちまして報告を終わります。 

○井上議長 ありがとうございました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第３、議案第７号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例について及び議事日程第４議案第８号千早赤阪村行政不服審査会条例制定につい

ての２議案を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第７号及び議案第８号は、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例及び行政不服審査会条例制定についてでございます。相関連いたしますので

一括して提案するものでございます。 

 これらの議案は、改正行政不服審査法が平成２６年６月１３日に公布され、平成２８年

４月１日から施行されることによる関係条例の整理及び制定を行うものでございます。 

 議案第７号は、法改正により公正性や利便性の向上、国民の権利、手段の充実、拡大を

目的とし、新たに審理委員による審理の主宰、第三者機関による審査、審査請求期間の延

長等が規定され、地方公共団体においても法の施行に際し必要な措置をとる必要があるこ

とから、関係条例の整理その他所要の改正を行うものでございます。 

 また、議案第８号は、同法第８１条第１項の規定に基づき、第三者機関による審査とし

て千早赤阪村行政不服審査会の設置及びその他の運営に関し必要な事項等を定めるため、

条例制定するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより２議案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて２議案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第７号及び議案第８号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務

民生常任委員会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第５、議案第９号千早赤阪村男女共同参画推進条例制定についてを

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 
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○松本村長 議案第９号は、千早赤阪村男女共同参画推進条例制定についてでございま

す。 

 本議案は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、村、村民、事業者及び教育関係

者の責務を明らかにするとともに施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与するため本条例を

制定するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第９号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員会

に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第６、議案第１０号千早赤阪村税特別措置条例制定についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１０号は、千早赤阪村税特別措置条例制定についてでございます。 

 本議案は、過疎地域自立促進法に基づく過疎地域及び地域再生法に基づく地域再生区域

において、企業誘致対策の一つとして固定資産税の課税免除または不均一課税を適用する

ことで企業が進出しやすい環境を整えるため、村税の特別措置条例を制定するものでござ

います。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第１０号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第７、議案第１１号千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について
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を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１１号は、千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定についてでございま

す。 

 ふるさと納税制度につきましては、平成２７年度の税制改正により所得税等の控除手続

が簡略化され、他市町村でも積極的に運用されているところでございます。本村におきま

しても、本年４月からふるさと納税による寄附金の増額が図れるよう新たなシステム構築

を行いますので、今後寄附金のより適正な運用管理を行うため基金を設置するものでござ

います。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 第６条の（２）ですけども、寄附者への地元特産品等の要点化、要するに景

品でありますけども、具体的にはどういうものを考えているのかを、従来どおりに地のも

のにするのか、新たなものを考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 特産品についてでございますが、今現在委託業者との協議

によりまして、いろんな業者の募集をしているところでございまして、従来よりももっと

拡大していろんな特産品等をできるように、今努力しているところでございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 具体的には決まってますか。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 今現在の状況でいきますと、村内事業者が７事業者、村外

の事業者も今７事業者の協力を得ているところでございまして、村内業者でいきますと木

工品であったりラスク等のお菓子等でございます。村外事業者でいきますと、友好提携し

てます田辺市さんの事業者と、また楠公関連の神戸市の事業者等の協力を得まして、お肉

等の品物も現在計画しているというところでございます。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 村にふるさと納税をしてよかったと言えるような、しっかりと製品というか
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物を贈呈するというのがいいかと思います。そこら辺は、ぜひ工夫をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第１１号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第８、議案第１２号千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等廃

止についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１２号は、千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等廃止について

でございます。 

 本議案は、平成２９年４月１日より本村の水道事業を大阪広域水道企業団が運営するこ

とについての企業団規約の改正が本村議会を初め企業団の構成団体である４２市町村の議

会において可決され、大阪府に承認されたこと及び平成２８年１月２５日に大阪広域水道

企業団と千早赤阪村の水道事業の統合に関する基本協定を締結したことを受け、平成２９

年３月３１日をもって千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等を廃止するものでござ

います。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を松本理事。 

○松本施設整備課理事 議案第１２号千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等廃止に

ついて、概略説明を申し上げます。 

 本議案は、平成２９年４月１日より本村水道事業を大阪広域水道企業団が運営するに当

たり、本村水道事業の設置等に関する条例等を平成２９年３月３１日をもって廃止するも

のでございます。 

 ９月議会で御審議いただきました企業団規約改正について、本村を初めとする企業団構

成団体であります府内４２市町村の議会で可決され、平成２８年１月１９日に大阪に承認

されました。また、１月２５日に大阪広域水道企業団と千早赤阪村の水道事業の統合に関
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する基本協定を締結いたしました。 

 このことを受けまして、本村議会におきまして、本村水道事業に係る千早赤阪村水道事

業の設置に関する条例、千早赤阪村水道事業給水条例、千早赤阪村水道事業水道企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例、千早赤阪村布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の４条例を、平成２９年３月３１日をもっ

て廃止するものでございます。 

 今後、水道事業を廃止する平成２９年３月３１日までの間は、統合に係る事務手続を行

います。また、企業団におきましては国への事業認可の手続、給水条例の策定等を実施す

る予定でございます。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。御審議いただきますよう、

よろしくお願いします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

○徳丸議員 （２）の水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例ですけども、

これ身分はどないなるんですか、水道事業所の職員の身分。 

○井上議長 松本理事。 

○松本施設整備課理事 今、水道にかかわっている村の職員の方についての身分というこ

とだと思うんですが、そちらにつきましては企業団に身分移管をされるか村に残るかとい

う選択をしていただいた後、企業団にもし行かれるとなれば、企業団の規定にのっとった

身分になると、企業団の職員になると。村に残るということであれば、水道事業企業団が

継続するために、できましたら企業団のほうからは派遣をしていただきたいという旨を聞

いております。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 そうしますと、選択肢を選択するわけですね、職員自身が。給与体制とかど

うなるんですか。どっちが有利とか、どっちが不利とか、そういうことがあるんですか。 

○井上議長 松本理事。 

○松本施設整備課理事 詳細につきましては、今企業団と、ほかに統合される四條畷、太

子ともあわせて協議を行っているんですけども、基本的には企業団の給与体系になると。

村の給与体系と異なるところについては、一番大きいところであれば、地域手当の部分の

パーセンテージが企業団であれば今のところ１１％、村であれば６％ということでの差の

ところが出てくるということはお聞きしておるんですが、それ以外については、もし村か

ら企業団に身分移管されるんであれば、現給は保証するということまでは聞いておりま

す。 
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 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第１２号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第１２号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第９、議案第１３号千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１３号は、千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてでござ

います。 



- 18 - 

 本議案は、本条例の全部改正でございまして、厚生労働省令、地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、新たに地域密着型サービスとして通

所介護を追加するとともに、その基準について今後国内基準を参酌し適宜対応することの

できるよう、関連２条例の廃止も含め本条例の題名を改正し、所要の整理を行うものでご

ざいます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第１３号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１０、議案第１４号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の改正についてから議事日程第１３、議案第１７号一般職の職員の給与に関する条例の改

正についてまでの４議案を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１４号から議案第１７号までは、議会の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正、教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい

て、相関連いたしますので一括して提案するものでございます。 

 これらの議案は、平成２７年人事院勧告に基づき職員や特別職、議会議員の給与、手当

てについて改正を行うものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより４議案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて４議案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号及び議案第１７号につきましては、会議規

則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○井上議長 議事日程第１４、議案第１８号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等

の改正についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１８号は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正

する条例についてでございます。 

 本議案は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により地方公務

員法が改正されるため、関係条例を改正するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第１８号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１５、議案第１９号千早赤阪村国民健康保険条例の改正について

を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第１９号は、千早赤阪村国民健康保険条例の一部改正についてでござい

ます。 

 本議案は、国民健康保険法の一部を改正する政令が平成２８年１月に公布されたことに

伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 内容については、国民健康保険料の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世

帯に係る所得判定基準の改正、賦課限度額においては中間所得層の負担を軽減するため限

度額を改正するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 
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 議案第１９号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１６、議案第２０号河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査

会共同設置規約の変更に関する協議についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第２０号は、河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設置規

約の変更に関する協議についてでございます。 

 本年４月１日から介護認定審査会の執務場所が太子町役場内から千早赤阪村役場内に変

更されることに伴い、地方自治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条

の２の２の第３項により規約の変更を行うものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第２０号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１７、議案第２１号千早赤阪村立いきいきサロンの指定管理者の

指定について及び議事日程第１８、議案第２２号千早赤阪村立郷土資料館の指定管理者の

指定についての２議案を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第２１号及び議案第２２号は、千早赤阪村立いきいきサロンの指定管理

者の指定及び千早赤阪村立郷土資料館の指定管理者の指定についてでございます。 

 平成２８年３月３１日をもって期間満了となります指定管理者の指定でございます。 

 議案第２１号千早赤阪村立いきいきサロンの指定管理者の指定については、社会福祉法

人千早赤阪村社会福祉協議会会長西野敏彦氏に、議案第２２条千早赤阪村立郷土資料館の

指定管理者の指定については、一般社団法人千早赤阪楠公史跡保存会代表理事木ノ本雅伸

氏を指定管理者に指定するものでございます。 
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 本件につきましては、お手元の資料のとおり、各者から事業計画書、管理業務仕様書な

どを提出され、昨年１２月、全員協議会において両施設の運営状況などを報告させていた

だきました。管理運営体制などにつきましては、安定的な管理運営を行っており適切と思

われる内容ですので、引き続き指定管理者に指定するものでございます。 

 なお、指定管理期間については、千早赤阪村立いきいきサロンは、平成２８年４月１日

から平成３１年３月３１日までの３カ年、千早赤阪村立郷土資料館は、平成２９年度に新

庁舎建設予定のためくすのきホールの取り壊しが見込まれることから、来館者の安全確保

などを考慮し、平成２８年４月１日から２９年３月３１日までとするものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 これより２議案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号、議案第２２号の２議案につきましては、会議規則第３８条第３項の規定

により本会議で議決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第２１号、議案第２２号の２議案につき

ましては本会議で議決することに決しました。 

 これより議案第２１号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２２号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 
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○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１９、議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算

（第８号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第２３号は、平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）につ

いてでございます。 

 歳入歳出それぞれ２，８７２万７，０００円を増額いたしまして、予算総額を３１億

４，３５０万２，０００円といたすものでございます。 

 主な内容でございますが、退職手当や人事院勧告に伴います人件費及び地方公共団体情

報セキュリティー強化に係る電算費用などを補正するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第２３号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会並びに文教建設常任委員会にそれぞれの所管の項目を分割付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２０、議案第２４号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第２４号は、平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（第
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３号）についてでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ３１万７，０００円を追加いたしまして、予算総額を２億

４，８１９万７，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、下水道総務費などの職員人件費３１万７，０００円を増額補

正するものでございます。財源につきましては、一般会計繰入金を充てるものでございま

す。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第２４号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により文教建設常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２１、議案第２５号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予

算（第２号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第２５号は、平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２号）

についてでございます。 

 収益的支出につきまして、営業費用について５６万８，０００円を増額補正するもので

ございます。 

 また、資本的支出につきまして、建設改良費を１３万３，０００円に増額補正するもの

でございます。 

 内容といたしましては、給与改定に伴う人件費の増額でございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第２５号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により文教建設常任委員

会に付託いたします。 
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 ここで休憩を行います。 

 １１時から再開いたします。 

            午前１０時４５分 休憩 

            午前１１時００分 再開 

○井上議長 休憩前に引き続き再開いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２２、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算につい

てから議事日程第２８、議案第３２号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算について

の７議案を一括議題といたします。 

 提案者の説明並びに村政運営方針を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 ただいま一括上程されました議事日程第２３、議案第２６号から議事日程第

２９、議案第３２号までは、平成２８年度の一般会計、特別会計及び企業会計予算でござ

います。提案申し上げるに当たり、村政運営方針をもって所信の一端を申し述べ、議員各

位並びに村民の皆さんの村政に対する一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

 私が村政を預かりました３期１２年を振り返りますと、村長に就任した当初は行政経営

が逼迫しており、第２の夕張になってはならないとの思いから、徹底した事業見直しや職

員数の削減など村民の皆さんを初め職員にも多大な御無理をおかけいたしました。その結

果、まだまだ厳しい財政状況ではございますが、財政調整基金も１３億円まで積み立てる

ことができました。これもひとえに村議会議員の皆さん、村民の皆さんを初め村づくりに

かかわる全ての方々の御理解と御協力によるものと、心から感謝申し上げております。 

 本村は、平成２６年４月、府内で初めて過疎地域の公示を受け過疎地域自立促進計画を

策定し、本年１月には人口減少を可能な限り抑制し持続可能な活力ある村づくりを目指す

千早赤阪村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたしました。また、今後予想される

南海トラフ、巨大地震における防災対策として村民の安全・安心な生活を確保するととも

に、さまざまなニーズに合った機能をあわせ持つ役場庁舎や観光の交流拠点となるビジタ

ーセンター計画など、魅力あふれる村づくりに取り組んでおります。 

 まさに今、国の地方創生の流れや過疎地域への支援などをしっかりと生かした施策を、

村民の皆さんを初め国、府など村づくりにかかわる全ての方々と協働で取り組み、国内で

はいまだ例のない過疎地域からの脱却に向けた一流の村づくりを目指し、村政運営に取り

組んでまいります。 

 国が策定した長期ビジョンでは、今後１０年間はいわゆる団塊の世代が７５歳になる時
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期を迎え生産年齢人口が減少する中、世界のどの国も経験したことのないスピードで高齢

化が加速することが示されております。こうした中、政府では我が国の構造的な問題であ

る少子・高齢化に真正面から挑み、希望を生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心

につながる社会保障の新３本の矢の実現を目的とする一億総活躍社会の実現に向け、取り

組みが始まりました。また、地方創生など重要課題に対し、地方公共団体が自主性、主体

性を最大限発揮して取り組めるよう、まち・ひと・しごと創生事業として１兆円の予算規

模の地方財政措置が講じられるなど、まさに地方が主役の時代となっております。 

 過疎地域である本村におきましては、急速な高齢化と人口減少は避けることのできない

課題となっており、平成２７年度国勢調査の結果の速報値では人口５，３７８人と、前回

の調査に比べ人口は６３７人減少しております。また、国立社会保障・人口問題研究所の

将来推計では、２０４０年、平成５２年には本村の人口は３，３１９人に、６５歳以上の

老齢人口割合は実に５０％を超えると予想されております。このような中、人口減少の歯

どめ、地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごとの好循環の確立を図るため、若い世代の

希望がかなう住環境の確保はもとより、出産、子育て環境の充実など生活の利便性が確保

できる多様な対策を着実に実践することが求められております。 

 こうした状況を踏まえ、村づくりの基本指針である第４次総合計画を基本に、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略や過疎地域自立促進計画により本村の地域特性や可能性をしっか

りと生かした施策を実現し、一流の村づくりを議員各位、住民の皆さんとともに村一丸と

なって取り組んでまいる所存でございますので、御支援、御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 平成２８年度の当初予算における一般会計は２９億３５４万８，０００円、特別会計、

企業会計の総額予算は２７億８，３２９万１，０００円で、一般会計及び特別会計、企業

会計の総額は５６億８，６８３万９，０００円となっております。 

 とりわけ、平成２８年度の一般会計予算編成におきましては、人口減少対策や地方創生

に向けての取り組みを行うため、定住促進や子ども・子育て支援、新たな公共交通システ

ム構築に向けた取り組み、新庁舎建設、村道維持補修事業など、安全・安心の村づくりや

活力ある村づくりに重点を置いた予算措置といたしました。 

 それでは、平成２８年度に取り組む主要な施策について、第４次総合計画における村づ

くりの基本方向の６つの基本柱に沿って御説明申し上げます。 

 まず、基本柱１「安全・安心・環境～豊かな自然と共生し やすらぎのある暮らしを育

む むらづくり～」につきましては、防災対策の推進では、新庁舎の建設について、大規

模災害が発生した場合に十分な防災機能を発揮し村民が安心して利用できる庁舎として整
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備するため、村民の皆さんに御意見を伺いながら早期に基本設計を完了させるとともに実

施設計に着手し、一日も早い防災拠点施設の完成を目指します。 

 また、異常気象や地震による災害等に備え、村民の皆さんがより安全・安心に生活でき

るよう地域防災計画を見直すとともに土砂災害ハザードマップを作成し、災害による被害

の低減、地域の防災力の向上を目指します。 

 また、住宅耐震化事業では、耐震診断、設計、診断費用の補助に加え、平成２８年度か

ら新たに耐震性の低い住宅の除去費用についても補助を実施いたします。 

 防犯対策では、地域での犯罪などを未然に防止し、村民の皆さんが安心して暮らすこと

のできる村づくりを目指すため、昨年度に引き続き地区防犯灯のＬＥＤ化補助事業を実施

するとともに、新たに防犯カメラの設置事業を推進します。 

 消防救急体制では、消防団の消防車両の変更など消防救急体制の充実を図ります。 

 水道事業では、将来にわたり安全で良質な水を安定的に供給するため、平成２９年４月

の大阪広域水道企業団との経営統合に向け、引き続き協議を進めます。 

 また、水道施設の老朽化対策として、千早浄水場の更新工事及び千早地区の給排水管の

更新など効率的な施設の更新、適正な維持管理などを引き続き実施し、安全・安心・安定

した水の供給体制を確保します。 

 公共下水道事業では、桐山地区においてマンホールポンプの設置などを実施します。ま

た、下水道処理区域外については、昨年度創設した合併浄化槽の維持管理や浄化槽設置に

伴う助成制度を引き続き実施することで、浄化槽の設置及び適正な維持管理を促進し、公

共用水域の水質汚濁防止、生活環境の向上などに努めます。 

 次に、基本柱２「健康・福祉～心と体の健康を みんなで育む むらづくり～」につい

ては、少子・高齢化が著しく進展する中、妊産婦と乳幼児の健康管理を充実させるととも

に、経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査公費助成に加え、平成２８年度から新た

に妊産婦歯科健診、新生児聴覚検査に係る費用助成を行うなど、安心して出産、育児がで

きる環境を整備し、地域における切れ目のない妊娠、出産、子育て支援の実現に向けて一

層の充実を図ります。 

 また、住民の皆さんの健康及び生命を守るため、がん検診を初めとする各種健康診査費

用の無料化を継続し、受診しやすい体制づくりを行い、乳幼児や高齢者に対する疾病予防

として、任意の予防接種についても公費助成を引き続き実施します。 

 高齢者福祉では、超高齢化社会に対応するため、千早赤阪村高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画第６期に基づき、地域包括支援センターを中心に介護予防事業の機能強化

や医療と介護の連携を推進し、認知症高齢者支援に取り組みます。 
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 国民健康保険では、新たな保険制度改正も視野に入れつつ、加入者の皆さんが健やかに

暮らせる生活の支援をするため、平成２８年度保険料につきましても繰越金と財政調整基

金を運用し府内最低レベルの保険料を維持します。また、医療費給付が年々増加している

中、今後も持続可能な運営に努めます。 

 また、次に基本柱３「教育・歴史・伝統～歴史・文化、人が育む むらづくり～」につ

いては、今後ますます少子化が進むことが予想される中、若い世代が家庭を持ち、安心し

て子育てができる環境づくりを行うため、こごせっ子教育応援事業により子育て世帯を対

象に新たに小・中学校の教育費助成事業を実施します。 

 国際化時代に対応できる人材を育成するため、中学生を対象にオーストラリアへのホー

ムステイ体験を実施していた海外派遣事業につきましては、対象者を平成２８年度から中

学生に加えて高校生まで拡充し、実施いたします。 

 学校教育では、確かな学力を育成するため、各学校で成果と課題を明確にした指導計画

を立て、それに基づき指導方法の改善や工夫を進めるとともに、各学校に整備した空調機

器の設置に伴い、平成２８年度から夏休み期間を短縮し児童・生徒の教育の充実を図りま

す。また、引き続き中学生に対する英語検定費用の補助を行います。 

 豊かな給食を今後も安定的に提供できる環境を確保するため、給食センターの外構など

の改修を初め、千早小吹台小学校の給食を配膳するエレベーター改修工事を実施します。

また、食育指導においても、食物アレルギー対応をより確実に実施するため学校医等と連

携した食物アレルギー対応検討委員会を新たに設置し、安全な給食を提供いたします。 

 さらに、本村の教育行政が直面する喫緊の課題について教育委員の皆さんと精力的に議

論を重ね、本村の特色あるよりよい教育が実現できるよう、平成２７年度に策定した教育

大綱に基づき、村の特色を生かした質の高い教育に取り組むとともに教育環境も充実さ

せ、多くの方に移り住んでいただける魅力ある村づくりを進めます。 

 次に、基本柱第４「観光・産業・地域振興～地域資源を生かした村民の元気を育む む

らづくり～」については、本村は大阪市内や関西国際空港からも１時間ほどの距離にあ

り、都市部や海外の観光客も訪れやすい環境にあります。こうした中、関西国際空港を利

用した外国人観光客は過去最高を記録するなど、関西にも多くの観光客が訪れています。

このため、金剛山、楠公史跡、下赤阪の棚田、スイセンの丘を初めとするさまざまな歴史

や文化、自然環境などの観光資源を有機的に活用した観光旅行パッケージの創設などによ

り、外国人観光客の誘致促進を初め多くの観光客を受け入れ、交流人口が増加できる取り

組みを進めます。 

 金剛山ロープウェイや香楠荘については、平成２８年４月から新たに指定管理者により
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施設の管理運営を行います。これまで以上に両施設の利用促進が図れるよう、指定管理者

や大阪府との連携を強化し、施設の魅力づくりに努めます。 

 金剛山ロープウェイについては、開業から５０周年を迎えることから記念事業を行いま

す。また、多くの登山者に千早赤阪村の魅力や情報を提供するため、（仮称）金剛山ビジ

ターセンターについても、基本計画に基づき、今後建設に向けた具体的な調整を行いま

す。 

 農業振興では、耕作放棄地の解消のため農地利用意向調査を行い、その結果に基づき農

地中間管理機構などと連携し営農意欲のある農業者への農地の集積を行います。エコ農産

物や環境保全型農業などによる環境に配慮した農業を推進するとともに、新規就農者への

定着を図るため、青年就農給付金事業の活用について積極的に支援いたします。 

 これらのほか、農業用施設の改善などに必要な材料費、農地へ電気柵などの施設費用の

補助を初めアライグマ対策事業の拡充を行うとともに、こごせの里棚田夢灯り＆収穫祭な

ども引き続き実施し、大阪南農業協同組合や大阪府などの協力を得ながら農業振興に取り

組みます。 

 林業振興では、森林資源の活用と森林整備の促進を図るため、森林経営計画に基づく森

林施策の補助を行うほか、新たに切り捨て間伐など今まで放置されがちであった木材の搬

出経費の補助を実施いたします。 

 商業振興では、大森まちづくり協議会と進出予定企業との協議が続いている国道３０９

号河南赤阪バイパス沿いの企業立地の早期実現に向け、引き続き支援します。また、コン

ビニなど小売業の誘致を促進するため、新たな企業進出に対して開業支援を行うととも

に、製造業など企業立地には固定資産税減税の導入など税制優遇策を行い、積極的に企業

誘致を図ります。 

 次に、基本柱５「建設・交通～村民の快適な暮らしを育む むらづくり～」について

は、生活道路である村道は、村民の皆さんが日常生活を円滑に行うために必要不可欠なイ

ンフラ施設でありますが、舗装や橋梁などの老朽化が進み、延命化のための予防補修、計

画的維持管理が課題となっています。そのような中、舗装については引き続き村道整備計

画をもとに村道の状況等を勘案しながら計画的に舗装、改修工事を実施します。 

 また、橋梁については、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、出合橋及び桐山時田橋の橋梁

２橋の補修工事や定期的な橋梁点検を行います。 

 広域道路網では、引き続き河南町とともに河南町・千早赤阪村国道３０９号バイパス整

備促進期成会の協力を得て、国道３０９号河南赤阪バイパスの２期区間の早期完成に向け

て取り組みます。国道３０９号を初め村外との重要な連絡道路である府道については、急
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カーブや幅員狭小箇所の解消とあわせて、車両の通行の支障となっている樹木の除去や安

全対策についても、引き続き大阪府に要望します。 

 また、今後ますます高齢化が深刻化する中、村民の皆さんが快適に暮らすことができる

公共交通システムの構築が必要不可欠となっております。このため、平成２７年度に引き

続き地域公共交通の実証運行を実施し、課題検証を行いながら、買い物弱者への支援や村

内間移動の利便性の向上が図れるシステム構築を目指します。 

 定住人口増加に向けた取り組みとして、空き家情報バンクへの登録促進が図れる制度を

新たに実施するとともに、ＵＩＪターン者の負担軽減を図るため、新たに引っ越しに係る

費用を助成します。 

 また、村民の転出抑制を図るため、空き家改修や家賃に係る費用の助成を村内間の移住

者にまで対象範囲を充実し、村民の皆さんがいつまでも住み続けたい村を目指します。さ

らに、市街化調整区域において、良好な集落環境の形成に支障を及ぼすような開発は防止

しつつ、既存集落におけるコミュニティの維持を目的とした住宅などの建設が可能となる

環境づくりが行えるよう、大阪府初め関係機関に働きかけるなどあらゆる方面から定住人

口増加に向けた取り組みを進めます。 

 次に、基本柱６「協働・行政経営～村民と行政がともに育む むらづくり～」について

は、協働による村づくりでは、積極的に情報公開を進めパブリックコメント制度を活用す

るなど、できる限り多くの村民の皆さんが行政に参画できる機会づくりに努めます。 

 村民の皆さんが地域活動を継続的に取り組めるよう、地域活動活性化補助事業を引き続

き実施します。また、平成２８年度９月に村制施行６０周年を迎える本村では、地域のき

ずなや村民の皆さんの交流が深められる事業に対する経費助成を行い、この節目を契機に

さらなる協働による村づくりに取り組みます。 

 行政運営では、自主財源の確保と滞納整理の強化により村税の徴収率の向上に努めると

ともに、新たに村税、国民健康保険料、上下水道料金のコンビニ収納を実施し、利便性の

向上を図ります。 

 さらに、これまでお示ししているさまざまな事業を実施するためには新たな財源の確保

が求められます。そこで、平成２８年度から、魅力ある村づくりを積極的に行うため、ふ

るさと納税における返礼品を魅力あるものに拡充するなど村外の多くの方々から本村を応

援していただくシステムを構築し自主財源の確保に努めるとともに、千早赤阪村ふるさと

応援基金を新たに創設し、この基金を活用した多様な事業展開を図ります。 

 行財政改革の推進では、村づくり経営計画に基づき、より効率的、効果的な行政経営に

取り組みます。 
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 人事管理では、人事評価制度を本格実施するとともに少数精鋭による職員定数の管理に

努め、効率的な組織運営を行います。 

 行政の広域化の推進では、引き続き３市２町１村による広域共同処理を進めます。ま

た、新たな分野や事務など広域連携の可能性を検討するため、南河内広域連携研究会にお

いて調査研究を進めます。 

 情報ネットワーク化の推進については、引き続き電算経費の削減、防災対策を目的とし

た自治体間の共同クラウド化などの検討を進めます。また、マイナンバー制度の導入に伴

う対応については、平成２９年７月から特定個人番号を利用した情報連携が本格実施され

ることから、事前準備として関連情報システムの改修などを着実に進めます。 

 以上が今議会に提案いたしております平成２８年度当初予算と施策の概要でございま

す。 

 村政運営においては、今後も限られた財源の中で効果的、効率的な行政運営に努めると

ともに、魅力ある村づくりに邁進いたします。議員各位並びに村民の皆さんには、村政運

営により一層力強い御支援、御協力をお願い申し上げ、私の所信の一端といたします。 

○井上議長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、各会計ごとに概略説明がございます。 

 まず、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について、菊井人事財政課

長。 

○菊井人事財政課長 それでは、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算の概

略説明を申し上げます。 

 まず、予算書の１ページをごらんください。 

 １ページでございますが、まず第１条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２９億３

５４万８，０００円と定めるものでございます。 

 同条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、後ほど予算書附属説明資料により御

説明申し上げます。 

 第２条の第２表債務負担行為につきましては、予算書６ページをお開きください。 

 第２表の債務負担行為は、平成２８年度からの３年間のいきいきサロンの施設維持管理

運営委託料の平成２９年度、平成３０年度の限度額１，４６０万円でございます。 

 次に、第３表の地方債は、起債の目的、限度額などについて定めており、浄化槽設置補

助事業限度額６００万円から、次のページの給食調理配送業務委託事業限度額２，９５０

万円までの１９事業、総額１億５，６００万円が過疎対策事業債で、償還期限は１２年、

据置期間が３年でございます。臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足に伴うもので、
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限度額は１億１，７００万円、償還期限は２０年で、据置期間が３年でございます。 

 予算書の１ページへお戻りください。 

 第４条は、一時借入金の最高限度額を５億円と定めるものでございます。 

 第５条は、歳出予算の流用について定めております。 

 また、予算書の説明資料としまして、１１６ページ以降に給与費明細書、債務負担行為

に関する調書及び地方債に関する調書を添付しておりますので、後ほどごらんいただきま

すようお願い申し上げます。 

 続きまして、歳入歳出予算について御説明申し上げます。 

 予算書附属説明資料のほうをごらんください。 

 予算書附属説明資料の１ページでございます。 

 平成２８年度の会計別予算額比較表でございます。一般会計につきましては、前年度と

比べまして８，９５５万円、３％の減でございます。 

 次に、２ページをごらんください。 

 一般会計予算の歳入でございます。 

 １款村税は、法人住民税の減少や土地の評価額の下落などによりまして減額を見込んで

おります。 

 ２款地方譲与税から１０款地方交付税までは、地方財政計画や過去の実績を勘案し、見

込んでおります。 

 １１款交通安全対策特別交付金は、同額でございます。 

 １２款分担金及び負担金は、保育所の保育料の減が主な要因でございます。 

 １３款使用料及び手数料は、幼稚園の保育料の増が主な要因でございます。 

 １４款国庫支出金は、障害福祉サービス等負担金や臨時福祉給付金給付事業費補助金な

どの増が主な要因でございます。 

 １５款府支出金は、障害福祉サービス等負担金などの増が主な要因でございます。 

 １６款財産収入は、同額でございます。 

 １７款寄附金は、ふるさと応援寄附金の増額を見込んでおります。 

 １８款繰入金は、財源不足額を財政調整基金から繰り入れるもので、７，１００万円の

増でございます。 

 １９款繰越金は、前年度と同額でございます。 

 ２０款諸収入は、安全・安心まちづくり推進助成金や大阪ガスＬＰＧ舗装復旧に伴う受

託金などの増でございます。 

 続いて、２１款村債は、小学校及び幼稚園空調設備設置事業などの完了による過疎対策
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事業債の減でございます。 

 次に、３ページをお開きください。 

 歳出で、目的別の歳出予算でございます。 

 １款議会費の減は、議員共済組合負担金や職員人件費の減が主な要因でございます。 

 ２款総務費の増は、新庁舎建設関係経費や戸籍総合システム機器更改業務の増が主な要

因でございます。 

 ３款民生費は、介護訓練等給付事業や臨時福祉金の増が主な要因でございます。 

 ４款衛生費の減は、健康管理システムの電算委託料の減が主な要因でございます。 

 ５款農林水産業費は、間伐搬出事業補助金や森林整備地域活動計画作成補助金の増が主

な要因でございます。 

 ６款商工費の減は、企業操業店舗開業支援事業補助金などの増はありますが、金剛山ビ

ジターセンター基本計画策定委託料の減が主な要因でございます。 

 ７款土木費の増は、地域公共交通確保維持改善事業や村道維持工事費の増が主な要因で

ございます。 

 ８款消防費の減は、分署配備タンク車購入の減が主な要因でございます。 

 続いて、９款教育費の減は、小学校及び幼稚園空調設備設置事業や給食センターの改修

工事の完了による減が主な要因でございます。 

 １０款公債費の減は、償還金の減によるものでございます。 

 １２款予備費は、前年度と同額でございます。 

 次に、４ページの性質別歳出予算の概略を説明させていただきます。 

 １．人件費の増は、退職手当や地域手当の改定による増が主な要因でございます。 

 物件費の減は、村道整備計画委託料や公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料の減

が主な要因でございます。 

 ３．維持補修費の増は、幼稚園の修繕費の増が主な要因でございます。 

 扶助費の減は、保育所運営費負担金を保育所運営委託費に組み替えたことによる減が主

な要因でございます。 

 補助費等の増は、臨時福祉給付金関係経費や保育所運営費委託費への組み替えによる増

が主な要因でございます。 

 普通建設事業費の減は、小学校及び幼稚園空調設備設置事業や給食センターの改修工事

の事業完了による減が主な要因でございます。 

 公債費の減は、償還金の減によるものです。 

 積立金の増は、ふるさと応援給付金の増によるものでございます。 
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 繰出金の減は、後期高齢医療特別会計や下水道事業特別会計への繰り出しの減が主な要

因でございます。 

 続いて、下段の人件費の内訳並びに７ページ以降に予算から見た主な指標などを記載し

ておりますので、ごらんいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが概略説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○井上議長 続きまして、議案第２７号平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予

算の事業勘定について、池西住民課長。 

○池西住民課長 それでは、議案第２７号平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計

予算事業勘定の概略説明を申し上げます。 

 まず、予算書の１２９ページをお願いいたします。 

 第１条は、事業勘定の歳入歳出予算総額を１０億６，０２５万４，０００円、直営診療

施設勘定の予算総額を１，１７９万９，０００円と定めたものでございます。 

 第２条は、一時借入金の最高額を、事業勘定３，０００万円、直営診療施設勘定５００

万円と定めたものでございます。 

 第３条は、歳出予算の流用についての記載でございます。 

 それでは、歳入歳出予算につきまして御説明申し上げます。 

 予算附属資料９ページをお願いいたします。 

 本年度予算でございますが、歳入歳出それぞれ１０億６，０２５万４，０００円、対前

年度１，３０１万９，０００円、１．２％の増でございます。 

 初めに、歳入から御説明申し上げます。 

 １款国民健康保険料１億３，６３１万１，０００円、対前年度１，１５９万６，０００

円、７．８％の減で、後期高齢者支援金分、介護納付金分保険料の減によるものでござい

ます。 

 ２款一部負担金２，０００円、科目設定でございます。 

 ３款使用料及び手数料５万円、督促手数料でございます。 

 ４款国庫支出金１億８，２８０万３，０００円、対前年度３，９９４万１，０００円、

２８．０％の増で、療養給付費負担金及び財政調整交付金の増によるものでございます。 

 ５款療養給付費等交付金１，６１３万４，０００円、対前年度２，０１８万８，０００

円、５５．６％の減で、退職医療交付金の減によるものでございます。 

 ６款前期高齢者交付金３億５，１５３万円、対前年度４，８５０万８，０００円、１

２．１％の減で、前年度精算額の減によるものでございます。 
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 ７款府支出金６，７２７万７，０００円、対前年度９２４万７，０００円、１５．９％

の増で、府財政調整交付金の増によるものでございます。 

 ８款共同事業交付金１億６，４６８万５，０００円、対前年度１，１５４万６，０００

円、６．６％の減で、保険財政共同安定化事業交付金の減によるものでございます。 

 ９款財産収入２８万４，０００円、財政調整基金の利子でございます。 

 １０款繰入金１億２３０万３，０００円、対前年度５，８５２万１，０００円、１３

３．７％の増で、財政調整基金繰入金の増でございます。 

 １１款繰越金３，８７６万６，０００円、対前年度２８５万２，０００円、６．９％の

減で、前年度からの繰越金でございます。 

 １２款諸収入１０万９，０００円、昨年度と同額でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １款総務費５７４万８，０００円、対前年度３７４万７，０００円、３９．５％の減

で、電算システム改修費の減によるものでございます。 

 ２款保険給付費６億６，０３２万５，０００円、対前年度１，４１６万４，０００円、

２．２％の増で、一般被保険者療養給付費と高額療養費の増によるものでございます。 

 ３款後期高齢者支援金１億１，１９７万円、対前年度４３３万２，０００円、４．０％

の増で、後期高齢者医療制度に対する支援金でございます。 

 ４款前期高齢者納付金７万２，０００円、対前年度１，０００円、１．４％の減で、前

期高齢者医療に対する財源調整のための納付金でございます。 

 ５款老人保健拠出金１万円、事務費拠出金でございます。 

 ６款介護納付金３，２７１万７，０００円、対前年度３６５万９，０００円、１０．

１％の減で、２号被保険者の減によるものでございます。 

 ７款共同事業拠出金２億２，９４２万６，０００円、対前年度３５８万９，０００円、

１．６％の増で、保険財政共同安定化事業拠出金の増によるものでございます。 

 ８款保健事業費１，２０９万６，０００円、対前年度８万８，０００円、０．７％の増

で、特定健康診査事業費の増によるものでございます。 

 ９款基金積立金２８万４，０００円、財政調整基金利子の積立金でございます。 

 １０款諸支出金２６０万６，０００円、対前年度１７４万７，０００円、４０．１％の

減で、施設勘定への繰出金の減によるものでございます。 

 １１款予備費５００万円、前年度と同額を計上いたしております。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第２７号の直営診療施設勘定について、和田健康福祉課
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長。 

○和田健康福祉課長 それでは続きまして、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定の概

略説明を申し上げます。 

 予算書附属説明資料の１０ページをお開きください。 

 本年度予算でございますが、歳入歳出それぞれ１，１７９万９，０００円で、対前年度

３６万１，０００円、３．２％の増でございます。 

 まず、歳入でございます。 

 ２款使用料及び手数料４万円、前年度と同額でございます。 

 ３款繰越金１，０００円、前年度と同額の科目設定でございます。 

 ４款繰入金１，１２７万７，０００円で、対前年度３６万１，０００円、３．３％の増

でございます。一般会計及び国民健康保険特別会計事業勘定からの繰り入れでございま

す。 

 ５款諸収入４８万１，０００円、前年度と同額で、電気使用料でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １款総務費５４０万３，０００円、対前年度３６万１，０００円、７．２％の増でござ

います。 

 ３款公債費６０９万６，０００円、前年度と同額でございます。 

 ４款予備費３０万円、前年度と同額でございます。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第２８号平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算に

ついて、和田健康福祉課長。 

○和田健康福祉課長 それでは、議案第２８号平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計

予算の概略説明を申し上げます。 

 まず、千早赤阪村予算書の１６９ページをお開き願います。 

 第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億４，０４３万４，０００円と定め

るものでございます。 

 同条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、後ほど予算書附属説明資料により御

説明申し上げます。 

 第２条は、一時借入金の最高限度額を５，０００万円と定めるものでございます。 

 第３条は、歳出予算の流用について定めております。 

 なお、１９６ページ、１９７ページには、予算書に添付しなければならない債務負担行

為に関する調書を記載しております。 
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 次に、歳入歳出予算について御説明申し上げます。 

 予算書附属説明資料をごらんください。 

 １１ページをお開き願います。 

 介護保険特別会計の本年度の予算額は７億４，０４３万４，０００円、対前年度６，５

２０万４，０００円、９．８％の増でございます。 

 平成２７年度から平成２９年度の介護保険事業計画第６期に基づき計上しております。 

 まず、歳入でございます。 

 １款保険料１億７，１５３万８，０００円、対前年度１，５３５万１，０００円、９．

８％の増で、保険給付費の増によるものでございます。 

 ２款分担金及び負担金８３３万８，０００円、対前年度７８２万６，０００円、１，５

２８．５％の増で、認定審査会共同設置負担金の増によるものでございます。 

 ３款使用料及び手数料１万円、前年度と同額でございます。 

 ４款国庫支出金１億５，１６６万４，０００円、対前年度１，３９３万７，０００円、

１０．１％の増で、介護給付費負担金の増によるものでございます。 

 ５款支払基金交付金１億９，９１７万２，０００円、対前年度１，８２１万円、１０．

１％の増で、介護給付費交付金の増によるものでございます。 

 ６款府支出金１億６８８万５，０００円、対前年度９７６万１，０００円、１０．１％

の増で、介護給付費府負担金の増によるものでございます。 

 ７款財産収入１，０００円で、前年度と同額でございます。 

 ８款繰入金１億２６３万４，０００円、対前年度６万５，０００円、０．１％の減でご

ざいます。 

 ９款繰越金１，０００円で、前年度と同額でございます。 

 １０款諸収入１９万１，０００円、対前年度１８万４，０００円、２，６２８．６％の

増で、介護予防教室の利用料の増によるものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １款総務費１，８１１万６，０００円、対前年度３１万９，０００円、１．７％の減で

ございます。 

 ２款保険給付費７億１，０３５万２，０００円、対前年度６，５０８万８，０００円、

１０．１％の増、介護サービス等諸費の増によるものでございます。 

 ４款地域支援事業費１，１８６万１，０００円、対前年度４３万５，０００円、３．

８％の増で、１次予防事業費などの増によるものでございます。 

 ５款基金積立金１，０００円と６款公債費１，０００円は、前年度と同額の科目設定に
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よるものでございます。 

 ７款諸支出金１０万３，０００円、前年度と同額でございます。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第２９号平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計

予算について、池西住民課長。 

○池西住民課長 それでは、議案第２９号平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会

計予算概略説明を申し上げます。 

 予算書の１９９ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出の予算総額を９，１８６万４，０００円と定めたものでございま

す。 

 続きまして、歳入歳出予算につきまして御説明申し上げます。 

 附属説明資料の１２ページをお願いいたします。 

 本年度予算でございますが、歳入歳出それぞれ９，１８６万４，０００円で、対前年度

１３９万８，０００円、１．５％の減でございます。 

 初めに、歳入から御説明申し上げます。 

 １款後期高齢者医療保険料６，９６３万７，０００円、対前年度４０１万円、６．１％

の増で、広域連合より示された保険料負担額の増によるものでございます。 

 ２款使用料及び手数料４，０００円、督促手数料でございます。 

 ３款繰入金２，１７０万４，０００円、対前年度５３７万５，０００円、１９．８％の

減で、保険基盤安定繰入金でございます。 

 ４款繰越金５１万４，０００円、前年度よりの繰越金でございます。 

 ５款諸収入５，０００円、延滞金利子等の科目設定でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １款総務費８７万７，０００円、対前年度２９３万１，０００円、７７．０％の減で、

電算システム改修費の減によるものでございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金９，０５８万６，０００円、対前年度１５３万３，

０００円、１．７％の増で、広域連合への保険料及び保険基盤安定納付金でございます。 

 ３款諸支出金３０万１，０００円、前年度保険料に対する還付金でございます。 

 ４款予備費は１０万円を計上いたしました。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第３０号平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算

について、赤阪施設整備課長。 
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○赤阪施設整備課長 それでは、議案第３０号平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会

計予算の概略説明を申し上げます。 

 予算書の２１１ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億５，８９１万８，０００円と定めるもの

でございます。 

 同条第２項の歳入歳出予算につきましては、後ほど予算書附属説明資料で御説明申し上

げます。 

 第２条の地方債につきましては、２１４ページに各事業ごとに起債の目的などにつきま

して記載しております。 

 第３条の一時借入金につきましては、一時借入金の最高額は３，０００万円と定めるも

のでございます。 

 第４条、歳出予算の流用に関する規定でございます。２３０ページ以降に給与明細書、

２３８ページ以降に地方債に関する調書を掲載いたしております。 

 続きまして、歳入歳出予算につきまして、予算書附属説明資料で御説明申し上げます。 

 附属説明資料の１３ページをお開き願います。 

 下水道事業特別会計の本年度予算額２億５，８９１万８，０００円で、前年度と比較し

まして２．７％の増でございます。 

 まず、歳入でございます。 

 １款分担金及び負担金、本年度予算額１５０万３，０００円、前年度と比較しまして２

４．９％の増でございます。本年度に供用開始を予定しております対象地域は、桐山地

区、二河原辺地区の一部でございます。 

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額４，６５０万１，０００円、１．１％の減でござ

います。人口減少等に伴う使用料等の減でございます。 

 ３款国庫支出金、本年度予算額１，５００万円、前年度と比較しまして１１．８％の減

でございます。昨年度、一昨年度に引き続き、小吹台地区のマンホールぶた長寿命化事業

及び汚水管渠布設工事を予定いたしております。 

 ４款繰入金、本年度予算額１億１，８４５万６，０００円、前年度と比較しまして６．

９％の減でございます。一般会計繰入金でございます。 

 ５款諸収入、本年度予算額２，０００円、前年度と同額でございます。 

 ６款村債、本年度予算額７，７４５万６，０００円、前年度と比較しまして２９．７％

の増でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 
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 １款下水道費、本年度予算額１億３，４２４万４，０００円、前年度と比較しまして１

２％の減でございます。 

 なお、款の項目が３項に分かれておりますので、予算書で各項目ごと昨年度と比較説明

させていただきます。 

 予算書の２２４ページでございます。 

 下水道総務費では９３１万２，０００円の減で、人件費による減でございます。 

 続きまして、下水道建設費では７９４万４，０００円の減で、流域下水道建設費負担金

の減によるものでございます。 

 続きまして、下水道管理費では１９３万６，０００円の増で、維持補修工事費の増によ

るものでございます。 

 恐れ入ります。予算附属説明書の１３ページにお戻りください。 

 ２款公債費、本年度予算額１億２，４５７万４，０００円、前年度と比較しまして２

５．１％の増でございます。 

 ３款予備費は本年度予算額１０万円で、前年度と同額でございます。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第３１号平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計

予算について、森田まちづくり課長。 

○森田まちづくり課長 議案第３１号平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予

算の概略説明を申し上げます。 

 予算書２４１ページをお開き願います。 

 第１条歳入歳出予算は、それぞれ８，６４３万２，０００円と定めるものでございま

す。 

 第２項の款項の区分ごとにつきましては後ほど御説明を申し上げます。 

 第２条一時借入金の借り入れの最高額は１，０００万円と定めるものでございます。 

 次に、歳入歳出予算の内訳でございますけれども、附属説明資料１４ページをごらんく

ださい。 

 歳入歳出とも、本年度予算額８，６４３万２，０００円で、前年度に比較して９５２万

２，０００円、９．９％の減でございます。 

 まず、歳入でございますけれども、１款索道事業収入７，５８０万円、前年度と比較し

て３８０万円、５．３％の増で、ロープウェイ運賃改正による増を見込んでおります。 

 ３款繰越金１，０００円でございます。 

 ４款諸収入１０８万１，０００円、前年度と比較して４８４万３，０００円、８１．
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８％の減で、香楠荘納付金の見直し等によるものでございます。 

 ５款繰入金９５０万円、金剛山観光事業財政調整基金繰入金でございます。 

 ６款村債につきましては、皆減でございます。 

 ７款財産収入５万円、財政調整基金利子でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １款総務費２４４万５，０００円、前年度と比較して５，０００円、０．２％の減でご

ざいます。 

 ２款観光事業費７，５７８万６，０００円、前年度と比較して８７５万３，０００円、

１０．４％の減で、整備工事費の減によるものでございます。 

 ３款公債費５９５万１，０００円、前年度と比較して１万６，０００円、０．３％の増

でございます。 

 ４款諸支出金５万円、前年度と比較して２万円、６６．７％の増でございます。 

 ５款予備費、本年度予算額２２０万円、前年度と比較して８０万円、２６．７％の減で

ございます。 

 以上、簡単でございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 続きまして、議案第３２号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算につい

て、赤阪施設整備課長。 

○赤阪施設整備課長 議案第３２号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算の概略説明

を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 第２条では業務予定量を、第３条、第４条では収益的、資本的収入及び支出の予定額を

それぞれ定めるものでございます。それぞれの予定量、予定額につきましては、後ほど予

算附属説明資料により御説明申し上げます。 

 第５条では、起債の目的、限度額、起債の方法などを定めるものでございます。 

 第６条は、一時借入金の額を５，０００万円と定めるものでございます。 

 第７条では、経費の金額の流用について定めるものでございます。 

 第８条では、議会の議決がないと流用することのできない経費について定めるものであ

ります。 

 第９条では、棚卸資産の購入限度額を４００万円と定めるものでございます。 

 それでは次に、予算書附属説明資料の１５ページをごらんください。 

 １の業務予定量でございますが、給水戸数は２，４０６戸、年間総給水量が５６万７，

０００立方メートル、１日平均給水量が１，５３３立方メートルと定めるものでございま
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す。 

 次に、収益的収支の収入でございます。 

 １項営業収益は本年度予算額１億２，５５４万４，０００円で、前年度と比較しまして

５．５％の減でございます。 

 ２項営業外収益は本年度予算額２，５７５万９，０００円で、前年度と比較しまして４

０．７％の増でございます。他会計補助金の増によるものでございます。 

 ３項特別利益は本年度予算額１１８万３，０００円で、前年度と同額でございます。 

 以上、収入合計は本年度予算額１億５，２４８万６，０００円で、前年度と比較しまし

て０．１％の増でございます。 

 続きまして、支出でございます。 

 １項営業費用は本年度予算額１億４，００２万８，０００円で、前年度と比較しまして

０．６％の増でございます。 

 ２項営業外費用は本年度予算額１，１４５万８，０００円で、前年度と比較いたしまし

て４．５％の減でございます。企業債利息及び消費税の減によるものでございます。 

 ３項特別損失は本年度予算額０円で、前年度と比較しまして１００％の減でございま

す。 

 ４項予備費１００万円で、前年度と同額でございます。 

 以上、支出合計は本年度予算額１億５，２４８万６，０００円で、前年度と比較しまし

て０．１％の増となっております。 

 続きまして、３．資本的収支でございます。 

 まず、収入の部でございます。１項企業債、本年度予算額１億９，０４０万円、前年度

と比較しまして２３．８％の増でございます。 

 ２項工事負担金、本年度予算額１，５００万円、前年度と比較しまして１６．７％の減

でございます。下水道工事に伴います配水管移設工事負担金の減によるものでございま

す。 

 ３項固定資産売却代金、本年度予算額１万円で、前年度と同額でございます。 

 ４項出資金、本年度予算額１０４万４，０００円で、前年度と比較しまして３．１％の

増でございます。 

 ５項国庫補助金、本年度予算額７，７００万円で、前年度と比較しまして７．１％の増

でございます。簡易水道施設整備事業国庫補助金でございます。 

 以上、収入合計は２億８，３４５万４，０００円で、前年度と比較しまして１５．８％

の増でございます。 
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 続きまして、支出でございます。 

 １項建設改良費、本年度予算額３億４，８３３万３，０００円で、前年度と比較しまし

て２０．６％の増でございます。主な内容としましては、千早浄水場の更新工事、千早地

区の給配水管の更新など実施を予定いたしております。 

 ２項企業債償還金、本年度予算額３，２７７万１，０００円、前年度と比較しまして

０．７％の減でございます。 

 以上、資本的支出合計、本年度予算額３億８，１１０万４，０００円で、前年度と比較

しまして１８．４％の増でございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対しまして不足します９，７６５万円は、損益勘定留

保資金並びに消費税資本的収支調整額で補填するものでございます。 

 以上、簡単ございますが概略説明とさせていただきます。 

○井上議長 ここで休憩を行います。 

 午後１時から再開いたします。 

            午後０時０８分 休憩 

            午後１時００分 再開 

○井上議長 午前中に引き続き再開いたします。 

 これより総括質疑に入りますが、平成２８年度予算７議案につきましては、議会運営委

員会において、それぞれ所管の常任委員会に付託する旨決定しておりますので、詳細な質

疑は常任委員会でお願いいたします。 

 それでは、７議案に対する総括質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 平成２８年度予算上程に当たり、村長の村政運営方針の所信について、日本

共産党議員団を代表して質問いたします。 

 まず、３期１２年の村政運営について伺います。 

 村政運営方針では、３期１２年を振り返り、第２の夕張になってはならないと事業見直

しや職員数の削減などを上げ、財政調整基金を１３億円まで積み立てることができたとし

ています。しかし、村長はこの１２年の間に、就任３年目の２００７年４月に、第２の夕

張になる、村が生き残るためには河内長野市との合併しかない、来年４月に河内長野市に

編入合併することを突然表明し、合併を推進しました。２００９年９月には合併は破綻

し、千早赤阪村は、今、小さくても一つの自治体として残っております。 

 当時、住民の中には赤字再建団体になるよりは合併したほうがよいという世論があり、

村を二分する大きな問題になりました。合併表明から断念表明までの２年間、赤字再建団
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体に転落する、夕張のようになると言い続け、合併を強行しようとしました。この間、合

併を推進してきたことへの反省、またその評価は表明しておられません。３期１２年の節

目の年であり、ことしは村長選挙も行われます。村政を預かる長として、合併はしなくて

よかったと思っているのか、あるいはそうでないと思っているのかを、改めてお伺いしま

す。 

 次に、まち・ひと・しごと総合戦略について伺います。 

 新年度の予算編成に当たり、国の進める地方創生が地方財政、まちづくりに大きく影響

しています。国の平成２７年度補正予算が平成２８年１月２８日に成立し、うち地方創生

加速化交付金１，０００億円が予算化され、２月中旬までに申請し、事業費の１００％を

国が交付するとなっております。また、２８年度予算でも、地方創生に関連し地方創生進

化のための新型交付金１，０００億円が予算化され、これは事業費の半分が交付されるこ

とになっております。いずれも、事業内容が先駆的でかつＰＤＣＡサイクル計画実行評価

改善、そしてＫＰＩ、キー・パフォーマンス・インディケーター、成果目標を組み込んだ

自治体の自主的、主体的な取り組みに支援するとされております。 

 地方版総合戦略策定は努力義務とされ、策定期限は３月までとなっておりますが、本村

の総合戦略は１月に策定されました。策定に当たっては、住民代表や産業界、行政機関、

労働団体などの意見が反映されることが重要とされております。こうした制約がある中

で、計画はしたものの評価されることがなければ交付金がおりないのではないかという心

配もありますが、村はこうした制約をどのように認識しておられるのか、お伺いいたしま

す。 

 次に、庁舎建設について伺います。 

 庁舎建設については、村民の皆さんの御意見をお伺いしながら早期に基本設計を完成さ

せるとしながら、くすのきホール跡地に建設することが既に既成の事実のように進められ

ております。また、一日も早い防災拠点施設の完成を目指すともしております。役場は、

防災拠点施設として重要であることと同時に、住民にとっての利便性はどうなるのかも大

きな役割を果たすのではないでしょうか。 

 くすのきホールの解体はもったいない、こういう意見は多くあります。庁舎建設につい

て、住民の目線での再検討が必要ではないでしょうか。住民説明会を開き、現庁舎への建

てかえなどが再検討されるべきだと思います。 

 最後に、地域公共交通について伺います。 

 平成２７年に引き続き、２８年度も実証運行が実施されることになっております。２７

年度の実証運行の教訓は何であったのか、そのことが生かされる内容にしなくてはなりま
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せん。２７年の運行は、買い物施設と路線バスの停留所につなぐというもので、役場やく

すのきホールなど公共施設へのアクセス、また地域によっては運行されない地域もござい

ました。２８年度、実証運行は公共施設へのアクセス、そして公共交通が運行されない地

域への対応も検討すべきではないかと思います。 

 以上、総括質問とさせていただきます。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 お答えいたします。 

 まず、３期１２年の村政運営についてでございますが、御質問の河内長野市との合併に

つきましては、当時の村の財政状況等を勘案し協議、検討を進めたところでございます

が、双方の協議が調わず見送ったところでございます。その後、徹底した職員削減や事業

の見直しを行った結果、村民や職員に多大な負担をおかけしましたが、財政調整基金も約

１３億円積み立てられるまでになりました。今後、事業の選択と集中を行い、魅力ある村

づくりに向け、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 

 次に、まち・ひと・しごと総合戦略についてでございます。 

 今回、本村が策定しました総合戦略において実施予定しております事業につきまして

は、定住人口や交流人口の増加を図り地域を活性化させるため実施するもので、交付金の

対象外となる事業については過疎債や一般財源での実施を考えておりますが、実施した事

業についてはＰＤＣＡサイクルにより事業効果を検証し、効果的、効率的に事業実施でき

るように努めてまいります。 

 次に、庁舎建設についてでございますが、分散している行政機能の集約、住民サービス

の向上、防災拠点の整備などを目的に、今後さまざまな行政需要に応えるため、早期に推

進してまいりたいと考えております。建設場所につきましても、現庁舎は急傾斜崩壊危険

区域に位置しており、防災機能面において課題があること、またくすのきホール及び資料

館を含めた効率的な施設運営ができるよう、くすのきホールを撤去し、その跡に新庁舎を

建設する予定でございます。 

 住民説明会につきましては、基本設計案ができた段階で、パブリックコメントとあわせ

て実施し、広く村民の皆様の御意見を伺いながら基本設計を策定する予定でございます。 

 地域公共交通についてでございますが、昨年９月から１０月に実施いたしました新公共

交通実証運行の結果、住民アンケート調査を踏まえ、平成２８年度の実証運行については

定時、定路線型とデマンド型を組み入れた新たな実証運行案を、現在村公共交通協議会に

おいて検討を進めているところでございます。村民の皆さんには、具体的な内容が固まっ

た段階でお示ししたいと思っております。 
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 以上でございます。 

○関口議員 要望だけ。 

○井上議長 はい。 

○関口議員 ３期１２年の間の合併問題については、当時としてはお金がないから仕方が

なかったという答弁でしたけれど、それにしましても６，０００人弱の小さい村ですけれ

ども残りまして、村長はその運営に当たっていただいております。私は、こうした小さい

村で長が目に見えるそういう大意というのは、やり方によってはすばらしいことになると

思うので、私は村が残ってよかったというふうに思ってるわけですが、そのことについて

は表明されませんでしたけれども、残ってるからこそ村長は次期も出られるということで

すので、そのことを言うときたいと思います。 

 それから、総合戦略ですけれども、評価されない部分についても、その分は過疎債など

で利用するとされております。私、ちょっと心配なのは、こごせっ子教育応援事業の中

で、塾やお稽古事に補助を出すということを前に言われました。これの重要業績評価指標

というのが書いてあるんですけれども、これはテストの成績が全教科全国平均以上を維持

するというふうに書いてあるんです。子どもたちにそのことを課して、そして全国平均以

上をとれよということで塾へ行かすとか、それは私、とてもやないけれども子どもたちに

とっては大きな負担となると思うんです。だから、こういう村で生き生き伸び伸びとやっ

てこそ、成績の評価はどうなるかはわかりません、でもそのことが、将来伸び伸びと暮ら

せる村の子として成長していってくれると思うんです。こうした、子どもたちへの押しつ

けといいますか、それはやめてほしいなと思います。 

 庁舎建設についても、くすのきホール周辺には、それを潰すのはもったいないというの

を、私ら村を回ってましたら、表立っては言えへんかっても渦巻いてるんです。そのこと

を村長に言うてと言うても、いや、それはという感じなんです。水面下では、本当に現庁

舎への建てかえは無理なんかという声もあるということを御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○井上議長 続きまして、田中議員。 

○田中議員 平政会の総括質問を行います。 

 まず１点目は、人口減少と今後の財政見込みについて、千早赤阪村は過疎自立促進計画

とまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、過疎脱却を目指しておられます。しかし、

この効果があらわれるには一定の期間を要します。 

 昨年の国勢調査によりますと、前回と比較して６３７人減少し、５，３７８人となって
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います。前回は６，０１５人であり、減少率は１０．６％となります。普通地方交付税を

算出する基準財政需要額の算定基礎である人口が１０．６％減少すれば、基準財政需要額

は単純計算で１０．６％減少し、普通地方交付税は減額されることになります。 

 １つ、これによる村財政への影響をどう見込んでいるのか。 

 ２つ、まち・ひと・しごと創生総合戦略の財源は、国交付金が５０％になっている。今

後、この交付金は何年間継続されるのか、また交付金が打ち切られた場合、総合戦略に支

障を来すことになるが、その場合どう対処するのか。 

 ３つ、総合戦略の個別の事業については予算委員会で聞くが、いわゆるばらまき事業は

施策の効率が悪いために求められていない。予算執行に当たっては、ばらまき事業を行わ

ないよう強く要望いたします。 

 次に、新庁舎建設について。 

 １つ、運営方針には、早期に基本計画を完了させるとあるが、その具体的な時期はいつ

ごろと見込んでいるのか。 

 ２つ、基本計画の作成に当たっては、建設費用、周辺整備費用、建設後の維持管理費用

等の財政負担と、今後の村財政に及ぼす影響についての検討も行われているのか。 

 ３つ、村は昨年スイセンの丘の土地を購入した。土地利用計画については、奉建塔周辺

と新庁舎建設予定地であるくすのきホール周辺を一体として作成するとのことであった

が、まだ報告を受けていない。いつ作成されるのか。 

 次に、（仮称）金剛山ビジターセンター建設について。 

 １つ、運営方針には、基本計画に基づき、今後建設に向けた具体的な調整を行うとある

が、基本計画はできているのか。 

 ２つ、これまでの経過と今後のスケジュールをお聞きいたします。 

 以上で平政会総括質問は終わります。ありがとうございました。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 まず、人口減少と今後の財政見込みについてでございますが、地方交付税の

基準財政需要額の算出については人口が重要な算出基礎となっております。そこで、平成

２２年度国勢調査の人口を今回の平成２７年度国勢調査の速報値の人口に置きかえ、平成

２７年度の普通交付税算定表で試算しますと、基準財政需要額は約３，０００万円減額と

なる見込みでございます。 

 一方、普通地方交付税については、平成２７年度から新たに追加された人口増減が著し

い地方公共団体への人口減少等特別対策事業費が本村に交付され、最終交付見込み額は当

初予算額より約１億４，０００万円の増加となっております。 
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 また、本村の平成２８年度普通交付税予算につきましては、人口減少等特別対策事業費

の交付が本年度と同様に見込まれますが、平成２７年度と同額とさせていただいておりま

す。 

 普通交付税は国の制度改正により大きく影響を受けるものであり、人口減少等特別対策

事業費がなければ、自主財源が乏しい本村にとって基準財政需要額が３，０００万円減額

することは、財政運営上非常に大きな影響を受けるものと考えております。 

 次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてでございますが、今回創設されました

地方創生推進交付金は、平成２８年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け創設さ

れた交付金でございます。 

 具体的な交付期間については、官民協働や施設間連携が図れている先駆的事業が含まれ

ている事業は５年以内、先駆的優良事例の横展開を図る事業は３年以内、既存事業の隘路

を発見し打開する事業についても３年以内となっており、その事業効果タイプにより交付

期間が決定されることとなります。 

 交付金の採択に当たっては、申請事業数が２事業と制限されており、さらにより効果の

高い事業が採択されやすくなることから、本村においては複数の事業を組み合わせ、横展

開タイプ、隘路打開タイプのいずれかに各事業をパッケージ化し交付申請する予定であ

り、交付決定されれば、交付期間は最大３年と想定されます。 

 今回の本村が策定しました総合戦略において実施予定としております事業内容のうち、

特定の個人や個別企業に対する給付経費については交付金対象外とされており、それらの

経費については過疎債や一般財源での事業実施を考えております。 

 各事業につきましては、ＰＤＣＡサイクルにより事業効果をしっかりと検証し、効果

的、効率的に事業実施できるよう努めてまいります。 

 今後、本村においては新庁舎建設等のビッグプロジェクトも抱えていることから、自主

財源である村税の確保や各事業への国、府の交付金の活用を図るなど、より一般財源の抑

制に努めます。財政調整基金も１３億円まで積み上げることができましたが、まだまだ厳

しい財政状況にあるところから、前例踏襲といった既成概念を廃止、目的や効果、コスト

バランスなどあらゆる角度から検証を行い、持続可能な村政運営が確保できるよう、さら

なる行財政改革に取り組んでまいります。 

 次に、新庁舎建設についてでございますが、新庁舎建設に係る基本設計の策定期間につ

いては、当初のスケジュールでは平成２７年度末を予定しておりましたが、しかしながら

具体的な検討を進めていく中で、法的手続に係る条件整理や庁舎の必要機能等の検討に時

間を要することから年度内の策定は難しく、平成２８年度へ繰り越しさせていただき、策
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定作業を進めてまいりたいと考えております。 

 基本設計の策定期間については、パブリックコメントや住民説明会、実施設計の策定期

間を考慮しながら、できる限り早期に策定する予定でございます。 

 次に、基本設計の策定に当たり、建設費用など財政負担と今後の財政に及ぼす影響の検

討については、新庁舎建設基本計画における検討委員会の答申においても、財政状況を十

分勘案し、新庁舎建設により住民サービスが低下することないよう配慮することなどの意

見をいただいているところでございます。 

 庁舎建設に当たっては、当然ながら財政計画との整合を図る必要があることから、現在

新庁舎建設に係る必要経費の積算及び財源確保について検討を進めているところでござい

ます。今後、この積算が完了した段階で、概算経費をお示ししてまいりたいと考えており

ます。 

 奉建塔周辺整備構想につきましては、新庁舎を核として防災機能をあわせ持つ村民のい

こいの広場や村外の方々との交流の場とする機能など、それぞれが有機的に連携できるよ

うなゾーニングの設定を検討しており、３月末を目途に策定いたします。 

 （仮称）金剛山ビジターセンターについて、金剛山ビジターセンター（仮称）基本計画

の策定については、昨年３月に委託契約を締結し７月に地元説明会を実施後、交通量調査

や仮測量、仮鑑定を行い、本年３月末の策定に向け鋭意作業を進めており、今期定例会の

全員協議会におきまして計画案を報告させていただく予定でございます。 

○井上議長 続きまして、浅野議員。 

○浅野議員 村長の村政運営方針に対する総括質問をさせていただきます。 

 まず１番目、過疎からの脱却についてということでありますけれども、村は人口の減

少、高齢化の著しい進展によりまして、平成２６年４月過疎指定を受けることとなりまし

た。その間、役場職員を初めとして、議会、村民の方の協力により財政状況も好転してお

ります。村長は常々、今まで前例のない過疎からの脱却をと宣言されております。また、

２０４０年、平成５２年の人口を６，０００人と展望も示されております。 

 １月に作成されましたまち・ひと・しごと創生総合戦略や人口ビジョンでも、人口減少

がさらに進むことが予測されております。私も、人口が６，０００人以上で、若者にも魅

力ある村にしたいとの思いはありますが、なかなか簡単ではありません。村長は、どんな

方策で村を立て直そうとしているのか、また抜本策はあるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 ２点目、高齢者の生きがいづくりについてであります。 

 少子・高齢化につきましては、全国的な問題でもあります。戦後の団塊の世代が高齢化
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率を一層押し上げることとなっており、価値観の違いや結婚観の違いで結婚しない若者も

多くいるのが現状であります。現在、村の高齢化率も４０％を超えております。これから

は、高齢者の活用や生きがいづくりが非常に大切であると考えておりますが、村としての

対策はどうなのか、お聞きしたいと思います。 

 ３つ目、地域防災計画の見直しについてであります。 

 村内は平地が少なく、急傾斜が多いのが現状であります。ハザードマップの整備や防災

機能を高めるためにも、地域防災計画の見直しが必要であると考えます。異常気象や、今

後予想される大地震に対するためにも、見直しについての考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

 ４つ目、観光事業の充実についてであります。 

 村は、風光明媚で四季折々の景観が来村者にとって最も喜ばれております。また、友人

からもうらやましがられてもおります。地元に住んでいる私たちはそんな風景になれきっ

ていて当たり前と考えている方も多いのが現状です。もっと観光に力も入れ村の集客力を

アップすべきと考えますが、村長の考え方をお聞きします。 

 最後に５点目ですが、鳥獣被害対策についてであります。 

 高齢化と、若者の地域離れや後継者不足が原因である、村内の農地が荒れております。

農作物の鳥獣被害が多いので、何とかならんのかとの相談をよく受けております。午前中

には山形議員より視察報告がありましたように、先月奈良県五條市へ視察に行ってまいり

ました。鳥獣被害対策は、村単独ではなく近隣の市町と連携して被害を少なくなるよう検

討してはどうか、村長の考え方をお聞きしたいと思います。 

 以上の５点、よろしくお願いをいたします。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 まず、過疎からの脱却についてでございますが、本村の村づくりについて

は、第４次総合計画を基本に過疎地域自立促進計画や本年１月に作成したまち・ひと・し

ごと創生総合戦略により本村の地域特性や可能性を生かした施策に取り組むことにより、

一流の村づくりを目指してまいりたいと考えております。こうした中、議員御質問の村を

立て直すための方策でございますが、著しい人口減少が進む本村において、人口減少に歯

どめをかけ、村民の誰もがいつまでも住み続けたくなるような魅力づくりを行うことはも

とより、村外の人が移住しやすい環境づくりを進めることが必要不可欠です。 

 本村の９６％が市街化調整区域である本村において、定住者を呼び込むためには良好な

集落環境を維持し、住宅などの建設が可能となる環境づくりの取り組みを初め、ＵＩＪタ

ーンを受け入れるための空き家等を活用した住宅の確保、教育環境の充実などを図り、あ
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らゆる方面から定住人口増加に向けた取り組みを推進したいと考えています。 

 次に、高齢者の生きがいづくりでございますが、本村の６５歳以上の高齢者は４０％を

超えており、今後ますます高齢化が進むと予想されております。また、核家族化と高齢化

の進行により、高齢者のみの世帯やひとり暮らしの高齢者が増加し、生活や心身の健康に

不安を持つことが多く、要介護状態になるおそれも高くなります。高齢者に元気で生き生

きと生活していただくためには生きがいと健康づくりが密接に関係しており、健康づくり

から生きがいにつなげていくことが必要でございます。 

 そこで、平成２８年度から介護予防事業として、これまでのふれあい元気教室に加え、

健康長寿エクササイズ、シニアステップアップスクールなどの介護予防教室を実施してま

いります。また、高齢者は豊かな経験、知識、技能を持っており、こうした能力を積極的

に生かしていくことは高齢者の生きがいづくりや介護予防、健康寿命の延長に大きな効果

があることから、シルバー人材センターやボランティア活動、各地区福祉委員会における

高齢者の集い、世代間交流、喫茶など、地域においてさまざまな活動が実施されておりま

す。今後、増加する高齢者に対しこのような活動に積極的に参加していただくために、地

域における通いの場や介護予防の活動場所の情報提供を村広報紙やホームページなどによ

り行ってまいりたいと考えております。 

 地域防災計画の見直しについてでございますが、本村では平成２５年３月に地域防災計

画の改定を行ったところでございます。その後、災害対策基本法の改正や大阪府の地域防

災計画が見直しされていることから、国や大阪府の動向を踏まえ、総合的な防災、減災体

制の整備充実を図り、実効性のある計画とするため、現在改定作業を行っているところで

ございます。また、今回改定を行う本村の地域防災計画を踏まえ、避難場所運営マニュア

ル及び避難勧告等判断伝達マニュアルも改定し、村民の安全・安心の確保を図ってまいり

ます。 

 次に、観光事業の充実でございますが、本村は金剛山や下赤阪の棚田など、歴史、文

化、自然環境などの豊富な観光資源に恵まれております。近年は、海外から日本を訪れる

観光客が増加しており、関西にも多く訪れています。このような観光客を本村に呼び込む

ためには、村内の小売店や飲食業、各種団体、行政が一体となって観光事業に取り組む必

要がございます。また、平成２８年度は、ロープウェイ開業５０周年を迎え、ロープウェ

イ、香楠荘の運営も新たな指定管理者となり、新しい発想で観光事業を展開していくため

の重要な契機にしたいと考えております。 

 観光事業の発展は、交流人口の増加や雇用の創出、ひいては定住人口の増加にもつなが

ることが期待されることから、村内の観光事業にかかわるものが個々に取り組むのではな
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く、分野を超えた連携を図る仕組みを構築し、さまざまな事業展開を行ってまいります。 

 次に、鳥獣保護対策でございますが、有害鳥獣対策につきましては、従前より村で電気

柵やワイヤーメッシュ等の鳥獣被害対策施設の設置に係る費用の補助を行っており、平成

２７年度からは補助のかさ上げを行い、対策の充実を図ってまいりました。イノシシの捕

獲については猟友会に委託し１年間約１００頭のイノシシを捕獲しており、アライグマ対

策については捕獲用のおりを貸し出しております。今後も、これらの施策の効果的な精査

をするとともに、近隣市や町とともにより効果的な対策について検討してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○井上議長 これにて７議案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第２６号から議案第３２号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定によ

り、それぞれ所管の総務民生常任委員会並びに文教建設常任委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成２８年度予算に、新庁舎建設関係経費を計上していることから、７人の委員で構成

する庁舎建設特別委員会を設置し、今後新庁舎関連事業を検討したいと思いますが、これ

に異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、７人の委員で構成する庁舎建設特別委員会を

設置し、新庁舎関係の問題を検討することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました庁舎建設特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７

条第１項の規定により議長が会議に諮って指名することになっておりますが、本特別委員

会は全員の議員をもって構成する特別委員会でありますので、議長からの指名を省略した

いと思いますが、これに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議長からの指名を省略することとし、全員の

議員を庁舎建設特別委員会委員に選任することに決しました。 

 次に、ただいま選任されました庁舎建設特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条

例第８条第２項の規定により、委員会において互選することになっております。 

 ここで暫時休憩に入り、議長室で庁舎建設特別委員会の開催を願い、正副委員長の互選

をお願いします。 

            午後１時３８分 休憩 



- 52 - 

            午後１時４０分 再開 

○井上議長 休憩に引き続き会議を開きます。 

 庁舎建設特別委員会の正副委員長の互選の結果を事務局長より報告させます。 

○松村議会事務局長 御報告申し上げます。 

 庁舎建設特別委員会委員長に田中議員、副委員長に浅野議員。 

 以上でございます。 

○井上議長 以上のとおり互選されました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じ、散会いたします。 

 どうも皆さん長時間御苦労さまでした。 

            午後１時４２分 散会 
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平成２８年第１回千早赤阪村議会定例会会議録（第３号） 

 

１． 招集年月日 

   平成２８年３月１８日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村役場 二階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  井 上 昭 司         ２番  関 口 ほづみ 

   ３番  徳 丸 幸 夫         ４番  浅 野 利 夫 

   ５番  清 井   浩         ６番  田 中 博 治 

   ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   な   し 

５． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  松 村 典 英     主    査  井ノ本 純 一 

６． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  松 本 昌 親     副  村  長  吉 田 裕 彦 

   教  育  長  矢 倉 龍 男     人事財政課長  菊 井 佳 宏 

           中 野 光 二     住 民 課 長  池 西 昌 夫 

   健康福祉課長  和 田 博 幸     健康福祉課参事  西 口 美 和 

   まちづくり課長  森 田 洋 文     理 事  高 橋 昭 二 

   施設整備課長  赤 阪 秀 樹     理 事  西 川 浩 和 

   理 事  松 本 賢 一     教 育 課 長  北 浦 秀 明  

   教育課参事  近 藤 和 浩 

７． 議事日程        

   日程第 １ 議案第 ７号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例について（委員長報告） 

   日程第 ２ 議案第 ８号 千早赤阪村行政不服審査会条例制定について（委員長

報告） 

   日程第 ３ 議案第 ９号 千早赤阪村男女共同参画推進条例制定について（委員

長報告） 

   日程第 ４ 議案第１０号 千早赤阪村税特別措置条例制定について（委員長報

会計管理者兼 
総 務 課 長 
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告） 

   日程第 ５ 議案第１１号 千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について（委員

長報告） 

   日程第 ６ 議案第１３号 千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の制定について（委員長報告） 

   日程第 ７ 議案第１４号 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に

ついて（委員長報告） 

   日程第 ８ 議案第１５号 特別職の職員の給与に関する条例の改正について（委

員長報告） 

   日程第 ９ 議案第１６号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正につ

いて（委員長報告） 

   日程第１０ 議案第１７号 一般職の職員の給与に関する条例の改正について（委

員長報告） 

   日程第１１ 議案第１８号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の改正に

ついて（委員長報告） 

   日程第１２ 議案第１９号 千早赤阪村国民健康保険条例の改正について（委員長

報告） 

   日程第１３ 議案第２０号 河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設

置規約の変更に関する協議について（委員長報告） 

   日程第１４ 議案第２３号 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）

について（委員長報告） 

   日程第１５ 議案第２４号 平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について（委員長報告） 

   日程第１６ 議案第２５号 平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２

号）について（委員長報告） 

   日程第１７ 議案第２６号 平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について（委員

長報告） 

   日程第１８ 議案第２７号 平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予算に

ついて（委員長報告） 
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   日程第１９ 議案第２８号 平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算につい

て（委員長報告） 

   日程第２０ 議案第２９号 平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算

について（委員長報告） 

   日程第２１ 議案第３０号 平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算につ

いて（委員長報告） 

   日程第２２ 議案第３１号 平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算

について（委員長報告） 

   日程第２３ 議案第３２号 平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算について

（委員長報告） 

   日程第２４ 議案第３３号 副村長の選任について 

   日程第２５ 議案第３４号 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第９号）

について 

   日程第２６ 議案第３５号 平成２７年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）について 

   日程第２７ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関す

る事項について 

   日程第２８ 過疎地域自立促進特別委員会の閉会中の所管事務調査について 

   日程第２９ 庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査について 

   日程第３０ 一般質問 
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            午前９時５９分 開議 

○井上議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は７名でございます。定足数に達しておりますので、平成２８年第

１回千早赤阪村議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 日程第１、議案第７号から日程第１６、議案第２５号までの１６議案及び日

程第１７、議案第２６号から日程第２３、議案第３２号までの７議案につきましては、３

月４日の本会議において総務民生、文教建設所管の常任委員会に付託しております。 

 まず、議案第７号から議案第２５号までの１６議案について委員長報告をいただきま

す。総務民生常任委員長より委員会の審査の経過及び結果について順次報告をいただき、

委員長報告に対する質疑を行います。引き続き、文教建設常任委員長より委員会の審査の

経過及び結果について順次報告をいただき、委員長報告に対する質疑を行い、１議案ごと

に討論、採決を行います。 

 次に、議案第２６号から議案第３２号の７議案について、委員長報告をいただきます。

総務民生常任委員長より委員会の審査の経過及び結果について順次報告をいただき、委員

長報告に対する質疑を行います。引き続き、文教建設常任委員長より委員会の審査の経過

及び結果について順次報告をいただき、委員長報告に対する質疑を行い、１議案ごとに討

論、採決を行います。 

 それでは、日程第１、議案第７号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例についてから日程第１６、議案第２５号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予

算（第２号）についての１６議案を一括議題といたします。 

 まず、議案第７号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、

議案第８号千早赤阪村行政不服審査会条例制定について、議案第９号千早赤阪村男女共同

参画推進条例制定について、議案第１０号千早赤阪村税特別措置条例制定について、議案

第１１号千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について、議案第１３号千早赤阪村指定地

域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の制定について、議案第１４号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の改正について、議案第１５号特別職の職員の給与に関する条例の改正について、議

案第１６号教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正について、議案第１７号一般

職の職員の給与に関する条例の改正について、議案第１８号一般職の職員の特殊勤務手当
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に関する条例等の改正について、議案第１９号千早赤阪村国民健康保険条例の改正につい

て、議案第２０号河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設置規約の変更に関

する協議について、議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）の

総務民生所管分についての１４議案について、総務民生常任委員長の報告を求めます。 

 関口委員長。 

○関口総務民生常任委員長 それでは、総務民生常任委員会報告をいたします。 

 去る３月４日の本会議において付託を受けました議案１４件の審査を行うため、３月７

日午前１０時から、松本村長ほか関係職員の出席を求め、委員５名全員出席のもとに開催

いたしました。 

 初めに、議案第７号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

及び議案第８号千早赤阪村行政不服審査会条例制定についての２議案を一括議題として審

査を行いましたので、結果を報告いたします。 

 審議において、不服申し立ての件数はどれぐらいあったのかの問いに、過去に固定資産

の審査申し出が１件あった。また、委員３名の内訳はとの問いに、第三者機関に諮問する

ことから、弁護士２名と大学の法学部教授１名を予定している。行政不服審査会は河南町

や太子町などと広域で行う話はなかったのかとの問いに、法規関係の旧市町村で共同設置

できないか勉強会を行った。将来的に共同で設置することも視野に入れながら、今後検討

していくとのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第７号及び議案第８号の２議案は、本会議

において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号千早赤阪村男女共同参画推進条例制定について審査の結果を報告いた

します。 

 審議において、男女共同参画推進条例となっているが、この推進というのは各行政が今

回同じようにつくっているのかとの問いに、現在大阪府下で１０市町村ぐらいが制定して

いない、今回男女共同参画基本法の第９条に、地方公共団体としての責務が表示されてお

り、平成１８年に村の推進計画を策定し、今回第２期の計画を作成しており、その実効性

と計画性をより確保するために条例を制定する。村では、今までセクハラ、パワハラなど

で問題があったのかとの問いに、村での件数は少ないがＤＶなどの相談はあった。制定後

の本条例の周知方法など質問がありました。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第９号は本会議において原案どおり可決す

べきものと決しました。 

 次に、議案第１０号千早赤阪村税特別措置条例制定について審査の結果を報告いたしま
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す。 

 審議において、この条例の適用は過疎法に基づくものと地域再生法に基づくものの両方

あるが、過疎法の適用地域はどの地区になるのかとの問いに、千早赤阪村全域となってい

るが、実際建築等になれば市街化地域になる。地域再生法地方活力向上地域は、森屋、水

分、桐山、二河原辺、川野辺の５地区の市街化地域が対象とのこと。また、情報通信利用

事業とは具体的にどのような事業なのかとの問いに、いわゆるコールセンター、商品の権

利相談、売買契約を電話で行う事業を指しているとのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第１０号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第１１号千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定について審査の結果を報告い

たします。 

 審議において、ふるさと納税は年々ふえているが、今回の制度はどこの会社に依頼する

のかとの問いに、４月以降はＪＴＢ西日本に事務委託する。また、村の実績は年間１３０

万円から１５０万円程度の寄附金で、件数は１０件から１５件ほどだが、業者委託するこ

とにより４倍から１０倍程度ふえている実績があるので期待しているとのことでした。 

 寄附金の使用目的はどのように使うのかの問いに、村政に関する事業と記載している

が、寄附金に応じて今後検討していくとのことでした。 

 寄附者への返礼商品については、ＪＴＢを通じて、村内業者だけでなく村外業者も含

め、広く人気のある商品を検討中である。額は、基本的には寄附額の半額を考えている。

また、委託業者には寄附金額の１２％を事務委託料として一括して支払うとのことです。 

 寄附者への地元特産品等の贈呈と条例にあるので、開発の努力を、また皆さんからいた

だいた大事な基金であるから、使い道には十分精査してほしいなど、意見がありました。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第１１号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第１３号千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について審査の結果を報

告いたします。 

 審議において、入所定員の数が２９人以下としているが、以前からそうなのかとの問い

に、今回新たに追加された地域密着型通所介護施設は定員が１８名、現在村内のグループ

ホームはなずなの里と夢の家の２施設、今回追加の地域密着型通所介護施設は、現在村内

にはないとのことでした。 
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 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第１３号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第１４号議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第１５号

特別職の職員の給与に関する条例の改正について、議案第１６号教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の改正について、議案第１７号一般職の職員の給与に関する条例の改正

についての４議案を一括議題として審査を行いましたので、結果を報告します。 

 審議において、現在給与等をカットされている職員はいるのかの問いに、給与カットで

はないが、平成２７年度より給与の総合的見直しにより本給が下がっている職員がおり、

その職員に対し現給を保障している。初任給が国家公務員に準じた額で、周辺の自治体に

比べて下回っている。また、改定の影響額は全体で５５０万円増とのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号、

議案第１７号の４議案は本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１８号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の改正について審査の

結果を報告いたします。 

 本議案は、地方公務員法等の改正によるものであり、慎重審議の結果、全員異議なく、

議案第１８号は本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号千早赤阪村国民健康保険条例の改正について審査の結果を報告いた

します。 

 審議において、今回の改正に該当する対象者は何人いるのかとの問いに、医療分９世

帯、後期高齢者支援金分２９世帯、介護分１１世帯が平成２７年度本算定の所得での該当

世帯、また限度額を引き上げることにより、１人当たり５１９円が保険料が軽減される。

今回、国基準が５０万円に引き上げられ、村は５２万円に引き上げるが、府下の保険料の

賦課限度額の状況はどうかとの問いに、平成２６年度府下で限度額を下回っている市町村

は、本村を含め６市町村。国保事業の広域化で賦課限度額はどうなるのかとの問いに、平

成３０年度広域化に向けて、大阪府と市町村の代表で同じ賦課限度額を設定することを目

標に、現在調整中とのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第１９号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設置規約の変更

に関する協議について審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、事務所を変更することによる特徴か弊害はあるのかとの問いに、住民

に対して特にメリット、デメリットはないが、職員は審査会場に出向くので、村が担当の
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ときは職員の移動がなく事務ができるメリットがある。事務については、２年ごとに河南

町、太子町、千早赤阪村が順番に変更していくとのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第２０号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）について審査

の結果を報告いたします。 

 審議においては、保育緊急確保事業であるが、事業内容はとの問いに、今回の返還金の

事業は、地域子育て支援拠点事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業などの事業

の精算によるもの。繰越明許費の新庁舎建設基本設計業務は、どの程度までするのかとの

問いに、現在策定に向け作業中で、開発に関する法的手続や諸問題で年度内にできないの

で、次年度への繰り越しを願うことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第２３号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 なお、委員会における詳細な内容につきましては、後日委員会記録をごらんいただきた

いと思います。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）の文教

建設所管分について、議案第２４号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について、議案第２５号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２

号）についての３議案について、文教建設常任委員長の報告を求めます。 

 浅野委員長。 

○浅野文教建設常任委員長 それでは、文教建設常任委員会報告をいたします。 

 去る３月４日の本会議において付託を受けました議案３件の審査を行うため、３月８日

午前１０時から、松本村長ほか関係職員の出席を求め、委員５名全員出席のもとに開催を

いたしました。 

 初めに、議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）について審

査の結果を報告いたします。 

 審議においては、青年就農給付金１５０万円が減額されているが、応募者があったのか

なかったのか。なかったら減額したのかとの問いに、当初予算で年間分３名と半年分１名
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を計上していたが、うち２名については昨年度より給付していた。１名についても就農相

談を受けていたが、就農に至らなかったことによる減額とのことでした。今後、予算を組

みながら執行できないことのないようにきっちりとやっていただきたいとのことでした。 

 教育委員会職員の退職の理由はとの問いに、本人の一身上の都合による退職とのことで

した。また、年度末の退職であるが欠員分は十分対応がとれるのかとの問いに、教育委員

会の職員の退職ではあるが、全庁的に職員配置を考えるが、それでも不足のところがあれ

ば非常勤職員で対応するとのことでした。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第２３号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第２４号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、提案理由のとおり、人事院勧告に基づく給与改定による人件費の補正

であり、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第２４号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第２５号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２号）について

審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、提案理由のとおり、人事院勧告に基づく給与改定による人件費の補正

であり、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第２５号は本会議において原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日委員会記録をごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第７号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 
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○井上議長 これより議案第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第８号千早赤阪村行政不服審査会条例制定についてに対する討論に入りま

す。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第９号千早赤阪村男女共同参画推進条例制定についてに対する討論に入り

ます。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１０号千早赤阪村税特別措置条例制定についてに対する討論に入りま

す。 

 討論される方はありませんか。 
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            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１１号千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１３号千早赤阪村指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてに対する討論

に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 
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            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１４号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正についてに対

する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１５号特別職の職員の給与に関する条例の改正についてに対する討論に

入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１６号教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正についてに対す

る討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 
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            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１７号一般職の職員の給与に関する条例の改正についてに対する討論に

入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１８号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例等の改正についてに対

する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１９号千早赤阪村国民健康保険条例の改正についてに対する討論に入り

ます。 
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 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第１９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２０号河南町、太子町及び千早赤阪村介護認定審査会共同設置規約の変

更に関する協議についてに対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２３号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）についてに

対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 
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            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２４号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてに対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２５号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第２号）につい

てに対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 続きまして、日程第１７、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予

算についてから日程第２３、議案第３２号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算につ

いての７議案を一括議題といたします。 

 まず、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算総務民生所管分について、議

案第２７号平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予算について、議案第２８号平
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成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算について、議案第２９号平成２８年度千早赤

阪村後期高齢者医療特別会計予算についての４議案について、総務民生常任委員長の報告

を求めます。 

 関口委員長。 

○関口総務民生常任委員長 それでは、総務民生常任委員会報告をいたします。 

 去る３月４日の本会議において付託を受けました平成２８年度予算４議案の審査を行う

ため、３月１０日午前１０時から松本村長ほか関係職員の出席を求め、委員５名全員出席

のもとに開催いたしました。 

 初めに、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について審査の結果を報告

いたします。 

 総務民生常任委員会所管の議会費及び総務課、人事財政課、住民課、健康福祉課の歳入

歳出についてそれぞれ各担当課より詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を

行い、議案第２６号の総務民生所管分についての質疑を終結した後、採決を行いました。

採決の結果、全員賛成となり、議案第２６号の総務民生所管分については本会議において

原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２７号平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計予算について審査の

結果を報告いたします。 

 事業勘定、直営診療所施設勘定の歳入歳出についてそれぞれ詳細に朗読説明を受けた

後、質疑に入り慎重に審査を行い、議案第２７号の質疑を終結した後、採決を行いまし

た。採決の結果、全員賛成となり、議案第２７号については本会議において原案どおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２８号平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算について審査の結果

を報告いたします。 

 歳入歳出についてそれぞれ詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を行い、

議案第２８号の質疑を終結した後、採決を行いました。採決の結果、全員賛成となり、議

案第２８号については本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２９号平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算について審査

の結果を報告いたします。 

 歳入歳出についてそれぞれ詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を行い、

議案第２９号の質疑を終結した後、採決を行いました。採決の結果、全員賛成となり、議

案第２９号については本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 なお、委員会審査における詳細な質疑の内容につきましては、後日委員会記録をごらん



- 69 - 

いただきたいと思います。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算についての文教建設所

管分について、議案第３０号平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算について、

議案第３１号平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算について、議案第３２

号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算についての４議案について、文教建設常任委

員長の報告を求めます。 

 浅野委員長。 

○浅野文教建設常任委員長 それでは、文教建設常任委員会報告をいたします。 

 去る３月４日の本会議において付託を受けました平成２８年度予算４議案の審査を行う

ため、３月９日午前１０時から、松本村長ほか関係職員の出席を求め、委員５名全員出席

のもとに開催をいたしました。 

 初めに、議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について審査の結果を報告

いたします。 

 文教建設常任委員会所管の教育委員会教育課、まちづくり課、施設整備課の歳入歳出に

ついてそれぞれ詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を行いました。このよ

うな経過を経て議案第２６号の文教建設所管分についての質疑を終結した後、採決を行い

ました。採決の結果、賛成２人、反対２人となり、可否同数でありましたので、委員長に

おいて決裁することとなり、委員長は議案第２６号の文教建設所管分については本会議に

おいて原案どおり可決すべきものと採決いたしました。 

 次に、議案第３０号平成２８年度千早赤阪村下水道事業特別会計予算について審査の結

果を報告いたします。 

 歳入歳出について詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を行いました。こ

のような経過を経て議案第３０号の質疑を終結した後、採決を行いました。採決の結果、

全員賛成となり、議案第３０号については本会議において原案どおり可決すべきものと決

しました。 

 次に、議案第３１号平成２８年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算について審査

の結果を報告いたします。 

 歳入歳出について詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り慎重に審査を行いました。こ
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のような経過を経て議案第３１号の質疑を終結した後、採決を行いました。採決の結果、

全員賛成となり、議案第３１号については本会議において原案どおり可決すべきものと決

しました。 

 次に、議案第３２号平成２８年度千早赤阪村水道事業会計予算について審査の結果を報

告いたします。 

 収益的収入支出または資本的収入支出について詳細に朗読説明を受けた後、質疑に入り

慎重に審査を行いました。このような経過を経て議案第３２号の質疑を終結した後、採決

を行いました。採決の結果、全員賛成となり、議案第３２号については本会議において原

案どおり可決すべきものと決しました。 

 なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日委員会記録をごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算についてに対する討論に入

ります。 

 討論される方はありませんか。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 議案第２６号議案平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について、共産党議

員団を代表して、反対の立場で討論をいたします。 

 平成２８年度の国家予算の概要は、２０１７年４月消費税１０％への増税を前提とした

ものになっている上、安全保障関連法案の成立を受けて編成された軍拡予算でもありま

す。また、２７年度の補正予算の中には、２８年度の概算要求の中から前倒しされたもの

も含まれています。夏の参議院選挙に向けて、低所得者の高齢者などに対して３万円ずつ

配るという選挙目当てとの批判のあるものも含まれております。 

 村２８年度予算についてですが、２８年度の村長の３期１２年の締めくくりの年となり

ます。この１２年の間に、第２の夕張になると村民をおどし、河内長野市との合併を強行

しようとしました。共産党議員団は、身の丈に合った村政運営の見直しと、自立できるこ

とを主張し、合併に反対をしてきました。合併は破綻をし、千早赤阪村は小さくても１つ

の自治体として残っております。本定例議会の総括質問で、合併を強行しようとしたこと

への反省と、合併しなかったことの評価を求めました。しかし、それらについての答弁は
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なく、この間にも表明はありませんでした。村政を預かる長として、けじめをつけるべき

ではありませんか。 

 また平成２６年、大阪府下で初めて過疎地域に指定されました。村長は、いまだ見ぬ過

疎からの脱却を目指すことをたびたび表明しておられます。過疎からの脱却をするための

定住人口の増加、財政指数のクリアなど、はっきりしておりません。国の進めるまち・ひ

と・しごと総合戦略に便乗して、村の総合戦略は策定されました。人口増加策の一環とし

て、コンビニを誘致するとしておりますが、２０４０年の目標人口を６，０００人と設定

しておりますけれども、コンビニで定住人口がふえるのか、甚だ疑問であります。空き家

住宅の思い切った活用、村営住宅の建設など、具体的な施策が必要ではありませんか。 

 ２８年度予算には、役場庁舎新庁舎建設実施計画業務委託料など、関係経費が６，８７

０万円計上されております。住民の皆さんからくすのきホールを壊すのはもったいない、

現庁舎への建てかえを求める意見も出ております。庁舎建設の住民説明会を求め、場所に

ついても現庁舎の建てかえも含めた検討を求めます。 

 子育て支援政策の人口増加策が求められております。学校給食費の無料化、高校卒業ま

での医療費助成を求めます。 

 ２８年度予算には、私たちが求めてきた空き家住宅の活用や引っ越し費用補助、公共交

通確保関連などの予算も盛り込まれ、評価すべきものもありますが、さきに述べた項目を

求めて反対討論といたします。 

 以上です。 

○井上議長 次に、原案に賛成者の討論を賜ります。 

 清井議員。 

○清井議員 議案第２６号平成２８年度千早赤阪村一般会計予算について賛成の立場から

討論いたします。 

 平成２８年度千早赤阪村一般会計の予算の内容につきましては、村長の所信表明及び各

担当課からの詳細な説明を得たところでございます。 

 本村は、第４次総合計画を村づくりのための基本方針として位置づけ、各種施策を進め

ることといたしております。また、国においては人口減少と将来展望を踏まえた上で、地

域の実情に合った地方創生のための総合戦略の取り組みを強力に推進しております。 

 このような状況と社会情勢の中、本予算につきましては第４次総合計画を基本に、村の

自立促進と地方創生を目指し、安全・安心で元気な村づくりに重点を置いた各福祉保健施

策の充実や、防災対策、生活環境の整備、教育環境の充実整備、また農林業の振興や観光

施策等について、国の財政支援などを活用しながら計画的かつ効率的に事業を行い、最少
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の経費で最大の効果を上げるべく予算計上されており、一定の評価をいたすものでござい

ます。 

 今後も引き続き、住民ニーズを的確に把握し、住民目線で事業を行うことはもちろんの

こと、重点的な施策を推進するとともに、財政健全化に配慮し、安定した行財政運用に努

められることをお願いして、賛成討論といたします。 

○井上議長 ほかに討論はございませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 賛否両論が出ておりますので、起立によって採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

            （賛成４名 反対２名） 

○井上議長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２７号平成２８年度国民健康保険特別会計予算についてに対する討論に

入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第２７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２８号平成２８年度介護保険特別会計予算についてに対する討論に入り

ます。 

 討論される方はありませんか。 

 関口議員。 

○関口議員 議案第２８号平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算について、日本

共産党議員団を代表して反対の立場で討論いたします。 

 介護保険制度は、高齢化が進む中、高齢になっても安心して介護が受けられうようにと

始まり定着しました。村の地域包括支援センターは、その相談窓口として重要な役割を果
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たしております。この制度により、多くの高齢者またその家族が助けられております。 

 ところが、国は２０１５年度から介護保険法の大解約を実施し、要支援の介護給付費の

打ち切りで市町村が実施する事業に丸投げすることとなり、市町村によってサービスに差

が出てくるようにもなりました。また、特養ホームの入所は要介護３以上に制限すること

や、利用者負担増も実施しました。これによって、これまで介護保険制度で救われてきた

高齢者が利用できないなどもあらわれております。さらに、村の介護保険料は第５期基準

額４，７６０円から、第６期は６，２３０円に引き上げられ、府下４１市町村の中で５番

目に高い保険料となりました。一般会計からの繰り出しなどによって保険料を引き下げる

ことを求めます。 

 地域包括支援センターは、平成２１年から村が直接運営することになりました。高齢者

とその家族にとって介護、日常生活の相談、具体的なケアプランを立てる重要な機関とな

っております。ところが、重要な介護支援専門員、ケアマネジャーですが、村職員ではな

く非常勤職員であり、最長５年契約になっております。村のことがよくわかってもらえた

ころには、新人のケアマネさんに交代することとなり、高齢者、家族にとっても不安の多

いところです。ケアマネジャーの身分は、村職員あるいは期限を長くするべきではないか

と思います。そうした改善を求め反対討論といたします。 

○井上議長 次に、原案に賛成者の討論を賜ります。 

 山形議員。 

○山形議員 議案第２８号平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計予算について、賛成

の立場から討論いたします。 

 本議案は、高齢者の心身健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のた

めに必要な援助、支援を包括的に担う地域包括支援センターを中心に、高齢者が継続的に

生きがい、役割を持って生活できるよう介護予防事業の機能強化を図り、医療と介護の連

携の推進に努め、認知症高齢者支援に取り組まれており、また介護サービスについては、

第６期計画の給付実績を検証の上編成されるなど、介護保険の適正運営に努められている

ものと考えます。よって、私は本予算案に賛成するものであります。 

○井上議長 ほかに討論ございませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 賛否両論が出ておりますので、起立によって採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

            （賛成４名 反対２名） 
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○井上議長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２９号平成２８年度後期高齢者医療特別会計予算についてに対する討論

に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

 関口議員。 

○関口議員 議案第２９号平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算につい

て、日本共産党議員団を代表して反対の立場で討論をいたします。 

 平成２０年に導入された後期高齢者医療制度は、７５歳になった途端に国保や健保など

公的医療保険から切り離され、収入ゼロの人からも保険料を徴収し、別建ての医療制度に

囲み込む世界でも例のない制度です。制度開始直後には、うば捨て山と国民の怒りの中

で、保険料軽減や差別的な診療体系の停止など、部分的見直しが行われましたが、今なお

制度の根幹は温存されております。全国では、短期保険証の発行や滞納者に対する差し押

さえなど、厳しい対応や制裁措置が行われるなど、容認できません。 

 平成２６年４月、４回目の保険料改定が行われ、村でも平成２５年度の１人当たり保険

料８万５，６３１円が、２６年度には９万１，１３１円に引き上げられました。平成２８

年度は５期目の保険料改定となり、均等割については５万２，６０７円から５万１，６４

９円になり、約１，０００円引き下げられる予定ですが、所得割を加算しますと例年並み

の保険料になります。 

 低所得者への保険料軽減措置は平成２８年度は行われますが、政令改正により段階的に

縮小、廃止するとしております。保険料を最大９割軽減してきた措置が廃止されると、こ

れまでの２倍から１０倍になる可能性があり、心配されております。 

 近年、老後破産、下流老人といった高齢者の生活困窮実態がクローズアップされており

ます。村でも、サラリーマンとして普通に生活してきた人が、妻の介護費用などがかさ

み、いきなり生活が苦しくなっているといった事態もあらわれています。消費税増税に加

えて保険料まで引き上げられれば、高齢者の生活は困難になり、健康も守れないのが実態

です。高齢者の生活を脅かす後期高齢者医療制度に反対し、本予算案にも反対するもので

す。 

○井上議長 次に、原案に賛成者の討論を賜ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 議案第２９号平成２８年度後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立

場から討論をいたします。 

 日本が世界に誇れる国民皆保険制度を維持していく上で、後期高齢者医療制度は制度成
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立、設立以降、重要な役割を担っていると考えます。また、昨年に引き続き、軽減対象者

の拡充がなされており、低所得者層の負担軽減も図られています。本議案は、後期高齢者

医療制度の保険料の徴収業務や被保険者証の引き渡し、各種届け出の受付など、法律に基

づく制度の運用に必要な事務経費及び被保険者の皆さんが納められる保険料等について、

計上しているものであります。 

 今後も、後期高齢者の被保険者の皆さんが安心して医療を受け続けられるよう、広域連

合との連携を密にしていただき、安定した制度運営がなされることを要望いたしまして、

賛成討論といたします。 

○井上議長 ほかに討論ございませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 賛否両論が出ておりますので、起立によって採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

            （賛成４名 反対２名） 

○井上議長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第３０号平成２８年度下水道事業特別会計予算についてについてに対する

討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第３１号平成２８年度金剛山観光事業特別会計予算についてに対する討論

に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 
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 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第３２号平成２８年度水道事業会計予算についてに対する討論に入りま

す。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２４、議案第３３号副村長の選任についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３３号副村長の選任についてでございます。 

 副村長の吉田裕彦氏が３月３１日をもって一身上の都合により退職することから、新た

な副村長に清水秀都氏を選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により、御提案申

し上げる次第でございます。 

 清水秀都氏の経歴につきましては、昭和５４年４月に大阪府職員に採用され、平成１８

年４月から総務部市町村課課長補佐（泉南市に理事として派遣）、それから平成２０年４

月から総務部市町村課総括課長補佐、平成２４年４月から健康医療部地域保健感染症課参

事、平成２６年４月から健康医療部地域保健課参事、平成２７年４月から健康医療部地域

保健課長を歴任されております。 
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 現在村では、第４次総合計画に基づく行政運営とともに、村づくり経営計画による行財

政改革、過疎地域自立促進計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進など諸課題が山

積しております。 

 このような状況の中、清水秀都氏は豊かな知識と経験をお持ちで、行政運営に精通され

ており、副村長として最適任と考え、議会の同意をお願いするものでございます。 

 なお、御同意いただけますならば、４月１日付で選任したいと考えております。よろし

く御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 今村長から４月１日から着任していただけるようですけど、任期は何年間で

しょうか。 

○井上議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 副村長の任期につきましては、４年間となっております。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３３号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３３号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に同意することに異議ございませんか。 
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            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 

 しばらくお待ち願います。 

 ただいま副村長として議会の同意されました清水秀都氏にお越しいただきました。一言

御挨拶お願いいたします。 

○清水秀都氏 おはようございます。 

 一言御挨拶申し上げます。 

 ただいま副村長の選任に関して同意をいただきました清水でございます。本当にありが

とうございます。 

 今後、村の発展のため、また村民の皆さんの福祉の向上のため、微力ではございますが

全力を傾注してまいりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いを申

し上げます。 

 また、今村のほうは少子・高齢化あるいは人口減少社会にいち早く入られ、また財政に

つきましても、これまで幾多にわたる行財政改革を実行されてまいりましたが、依然厳し

い状況というふうに伺っております。村長先頭に、職員の皆さんとも協力しながら、より

よい村づくりを目指して全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 議会の先生方におかれましても、御指導、御鞭撻賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願

いを申し上げます。本日はありがとうございました。 

○井上議長 どうもありがとうございました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２５、議案第３４号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算

（第９号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３４号は、平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第９号）につ

いてでございます。 

 歳入歳出それぞれ６，８６０万円を増額いたしまして、予算総額を３２億１，２１０万

２，０００円といたすものでございます。 

 主な内容でございますが、１２月１８日付で閣議決定されました地方創生加速化交付金

に伴う経費や、村立中学校屋上防水補修費用などを補正するものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま
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すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 それでは、議案第３４号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算

（第９号）につきまして御説明申し上げます。 

 まず、予算書の１ページをごらんください。 

 １ページの第２条としまして、繰越明許費でございます。 

 続きまして、４ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費で、６款商工費、１項商工費、事業名金剛山の里ツーリズムビューロ

ー推進事業で、国の地方創生加速化交付金を活用した事業でございます。 

 続きまして、１０ページをお開きください。 

 歳入歳出事項別明細書の３歳出でございます。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費、補正額６，８２０万円の増、全額国庫支出金

で、ちはやあかさか魅力向上プロモーション事業委託料と金剛山の里ツーリズムビューロ

ー推進事業交付金でございます。なお、この経費につきましては全額国庫支出金となって

おりますが、国の事業の採択状況によりまして、事業内容や事業費の精査、そしてまた財

源更正をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、補正額４０万円の増、全額

一般財源で、村立中学校の天井剥落による修繕費でございます。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 ８ページ、歳入でございます。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、補正額６，８２０万円の

増でございます。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金、３目財政調整基金繰入金、補正額４０万円の増でござ

います。 

 以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 今説明いただきまして、観光費、国が全額出していただけるようなので、１

００％とれるように頑張っていただきたいと思います。 

 あと、教育費なんですけれど、今説明では天井剥落という説明だったんですが、この前

耐震工事が終わったばかりではないんですか。耐震工事が終わってから何年になるんでし



- 80 - 

ょうか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 ３年経過してるんですけれども、それで今回こういう落ちたことがあり

ましたので、その施工業者に現場も確認していただきました。ただ、今回の剥落した部分

については、そのときの工事とは直接因果関係はないということで、応急的な措置だけは

している状態で、改めて別途補修工事が必要であるということでございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 それを見ていただいて、工事とは全く関係のないことなのか、やはり工事に

つきましては瑕疵担保期間とか絶対あるはずなんで、その期間にもし該当するならば、当

然施工業者にやっていただくのが正当かと思うんですけれど、どうなんですか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 もちろんおっしゃるとおりで、その可能性もあるかもしれないから、そ

の施工業者に見ていただいたと。ただ、その業者も誠意を持って見ていただいた結果、今

回はそういうこととはちょっと関係ないということで、これはまた別途する必要があると

いうことでございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 施工業者に見ていただいたちゅうのは、大体普通業者は自分とこ関係ないと

いうふうに突き放すんですよ。だから、こちらが主体的になって、これは関係ある、ない

というのは判断するのは業者じゃなくて教育委員会じゃないですか。私はそう思いますけ

れど。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 施工業者に見てもうたんですけど、設計業者、管理した業者ですね、そ

ちらも相談させていただいて、それで管理業者にも相談しましたら、そういうところとは

関係ないということでございました。 

○浅野議員 関口議員。 

○関口議員 国の平成２７年度補正に伴う商工費に関連してですけれども、１００％国が

持つということで、みんな取り合いというか、申請する市町村も多いかと思うんですけれ

ども、これの申請は２月中か何かに一応枠組みというか、そうしたことを申請した上で今

回この予算を計上されたと思うんですけど、その辺の経過で見通しといいますか、お尋ね

したいと思います。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 地方創生の加速化交付金につきましては、年明けの１月から国に
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対する事前相談という形で行っております。それを受けて、御指摘のあった箇所につきま

して修正等を加えまして、２月１０日に大阪府を通じて申請をいたしております。内示に

つきましては、今月の中旬以降ということでお伺いをいたしております。 

 以上でございます。 

○浅野議員 関口議員。 

○関口議員 中旬以降ということは、もうそろそろ内示もあるかと思いますけれども、府

のほうに２月１０日に申請して、その上で国に申請してるということですので、オーケー

の出る可能性はあるかと思いますが、その辺は１００％国のほうで持ってもらえるという

ことで村のほうとしては考えておられるのか、お尋ねします。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 本国の補正予算額で１，０００億円ということで、既に可決をさ

れておるところでございますけれども、申請が１，２００億円ぐらいというふうにお聞き

をいたしております。ですので、２００億円分が金額だけでいいますと見ていただけない

というふうになろうかと思います。ただ、事業内容につきまして精査されておるというこ

とで聞いておりますので、村のほうからは事前相談もしながら、一定の御指摘を受けたと

ころも修正しながら申請したというところでございまして、全額つくことを願っておりま

す。 

 以上です。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 よくわからないんで説明してほしいんですけど、ツーリズムビューローとい

うのは具体的にどういう事業をやるのか、推進するんかちょっと教えてほしいんですけ

ど。それともう一つ、この事業に関して職員がどういう配置になるんか、そのことも教え

てください。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 今回申請させていただいております金剛山の里ツーリズムビュー

ロー観光推進事業という形になりますけども、ツーリズムビューローというのは、いわゆ

る観光局的なイメージで持っておりまして、事業概要といたしましては、もちろん村も含

めまして観光協会でありましたり、農林や大阪府さん等、あとまた地域の住民の方、ＮＰ

Ｏ等も一緒に入っていただきまして、ツーリズムビューローという形の組織をつくってい

きたいと思っております。その中で、民間手法を取り入れて、金剛山を初めとします村の

観光を一体的にツーリズムしていただけるような事業を展開していきたいというふうに思

っております。 
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 以上でございます。 

○森田まちづくり課長 もちろん村のほうもかかわりますので、うちのまちづくり課が主

幹としてかかわっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３４号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３４号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２６、議案第３５号平成２７年度千早赤阪村国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３５号は、平成２７年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてでございます。 

 事業勘定の補正でございますが、歳入歳出それぞれ１，７４１万円を追加いたしまし
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て、予算総額を１１億３，２５８万４，０００円とするものでございます。 

 内容でございますが、歳出における一般被保険者療養給付費、高額療養費を増額補正す

るものでございます。財源につきましては、国庫支出金、前年度繰越金及び財政調整基金

繰入金を充てるものでございます。 

 詳細につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を池西住民課長。 

○池西住民課長 それでは、議案第３５号平成２７年度千早赤阪村国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 

 １０ページをお開きください。 

 歳出でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、今回補正額３，２２０

万１，０００円の増で、財源内訳は国庫支出金８３２万５，０００円、一般財源２，３８

７万６，０００円でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、今回補正額９１３万４，０００円の増

で、財源内訳はその他１，２９５万９，０００円の増、一般財源３８２万５，０００円の

減でございます。この療養給付費と高額療養費につきましては、さきの１月臨時議会にお

きまして増額補正の承認をいただいたところですが、１月診療３月支払い分において１件

２，０００万円の超高額レセプトがございましたので、予算不足になることから、今回追

加補正するものでございます。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、今回補正額２０９

万３，０００円の減で、財源内訳は全額その他２０９万３，０００円の減でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、今回補正額２，１８３万２，０００円の減で、財

源内訳はその他１，９１２万２，０００円の減、一般財源２７１万円の減でございます。

この２つの共同事業拠出金は、拠出額確定による補正でございます。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 歳入でございます。 

 ４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、今回補正額８３２万５，００

０円の増で、普通調整交付金の増額見込みによるものでございます。 

 ９款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、今回補正

額１，０８６万６，０００円の増でございます。 
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 ２目保険財政共同安定化事業交付金、今回補正額１，９１２万２，０００円の減でござ

います。この２つの共同事業交付金は、交付額確定による補正でございます。 

 １１款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、今回補正額１，４８１万

５，０００円の増でございます。これは、給付費の増加に対し、基金を取り崩すものでご

ざいます。ただし、今回補正いたします歳出の療養給付費につきましては、最終４月に支

払いがございます。この支払いの金額を今回最大で見込んでおりますので、４月の請求金

額の増減により決算で基金を取り崩さないことも想定できますので、お含みおきください

ますようお願いいたします。 

 １２款繰越金、１項繰越金、１目その他繰越金、今回補正額２５２万６，０００円で、

前年度からの繰越金でございます。 

 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

 今歳出で２，０００万円を超える超支払いレセプトがあるということですけれども、こ

れは例えば、高額だったら想像されるのが心臓の手術とかあるんですけど、どこを手術さ

れてるんでしょうか。 

○井上議長 池西課長。 

○池西住民課長 今回、心臓手術ということで、植込型補助人工心臓ということの手術を

されましたんで、超高額となりました。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３５号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３５号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 



- 85 - 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２７、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の

諮問に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営委員会の清井委員長から閉会中に次期議会の会期日程の

議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行いたいとの申し出が

ございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２８、過疎地域自立促進特別委員会の閉会中の所管事務調査につ

いてを議題といたします。 

 本件につきましては、過疎地域自立促進特別委員会の田中委員長から閉会中に所管事務

の調査を行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２９、庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査についてを議

題といたします。 

 本件につきましては、庁舎建設特別委員会の田中委員長から閉会中に所管事務の調査を
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行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

 ここで休憩いたします。 

 １１時３５分から再開いたします。 

            午前１１時２５分 休憩 

            午前１１時３６分 再開 

○井上議長 再開いたします。 

 一般質問に入る前に、吉田副村長のほうから報告がございます。 

○吉田副村長 先ほど、今回の補正予算の関係で金剛山の里ツーリズムビューローについ

て、国の状況がまだわからないということでございましたけれども、先ほど市町村課のほ

うから連絡がありまして、要求が６，８２０万円に対して６００万円減の６，２２０万円

で交付決定がされるという報告を受けております。これに伴いまして、予算についてはも

う既に今御議決もいただきまして、６，８２０万円という形でさせていただきますけれど

も、執行の段階で修正をさせていただくということで、６，２２０万円の予算が措置され

たという御報告だけさせていただきます。よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第３０、一般質問に入ります。 

 それでは、１番目の質問者、関口議員。 

○関口議員 ２番、日本共産党関口ほづみです。通告に基づき、以下２点について質問い

たします。 

 初めに、思い切った子育て支援で人口減少にストップをかけ、定住人口の増加を求めま

す。 

 全国で進む少子・高齢化の中で、国は地方創生や人口減少対策を盛り込んだまち・ひ

と・しごと総合戦略を策定し、これに基づき全国で地方版まち・ひと・しごと総合戦略が

作成されているところです。 

 村でも、ことし２月に千早赤阪村まち・ひと・しごと総合戦略が策定されました。昨年

の国勢調査で、村の人口は５，３７８人と、５年前、平成２２年の国勢調査から６３７人

減少しました。平成２８年度は、全国で地方版総合戦略が実施され、人口増加策のための

子育て応援は、全ての自治体で取り組まれます。村でも子ども子育て支援を計画していま
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すが、この際近隣では実施していない思い切った子育て支援で、若い世代を呼び込む必要

があるのではないでしょうか。そのために、学校給食の無料化と子ども医療費助成を高校

卒業まで拡大することを求めます。 

 学校給食の無料化については、昨年１２月議会でも取り上げたところでございます。村

総合戦略と村総合計画第６期実施計画には、こごせっ子教育応援事業が計画されていま

す。こうした内容を踏まえ、村学校給食費の無料化を実施することを求めます。 

 学校給食の無料化を実施している自治体は、全国でもわずかですが、近畿では兵庫県の

相生市、平成２７年度から京都府の伊根町、人口２，３００人が給食費の無料化を実施し

ております。 

 子ども医療費助成を高校卒業まで実施しているところは、近年増加をしております。大

阪府では、寝屋川と豊能町で実施されております。村の子ども医療費助成については、府

下でも早い時期から中学校卒業まで実施され、そのことがきっかけで千早赤阪村に移り住

んだ子育て世代が何件かあります。非正規雇用と低賃金の暮らしの中で、若い人の間では

どの市町村で子育てをすればお得かといったことも話題になっております。豊かな自然の

中で伸び伸び子育てできる上に、子育て支援もある千早赤阪村で人口減少策を進めるべき

だと思います。 

 次に、平成２８年度から導入される府民税、森林環境税に伴う村への危険地域対策につ

いて質問をします。 

 森林環境税は、納税者１人年間３００円を新たに納めることになっております。期間は

平成２８年から３１年までの４年間と限定されております。この税の目的は、自然災害か

ら暮らしを守り、健全な森林を次世代へつなぐための事業に使われるとしております。自

然災害から暮らしを守る取り組みとして、危険な渓流における流木対策、道路沿いの倒木

対策にも使われると聞いております。こうした事業が千早赤阪村の河川、道路にも使われ

るのか伺います。 

 ２８年度府の新規事業として、危険渓流流木対策について、豊能町、吉川など８カ所と

聞いておりますが、その中に千早赤阪村の河川は含まれているのか、お尋ねします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、矢倉教育長。 

○矢倉教育長 学校給食の無料化につきましては、受益者負担の観点から考えておりませ

んが、新年度予算の中でこごせっ子教育応援事業として、幅広く教育に要する経費を補助

する事業を実施予定であり、学校給食費も補助対象経費の一つとしておりますので、御理

解をお願い申し上げます。 
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○井上議長 次に、松本村長。 

○松本村長 次に、子育て医療制度につきましては、入通院とも所得制限を行わず、義務

教育終了までの子どもを対象に実施しております。さらに、子どもを安心して産み育てる

ことができるよう、さまざまな子育て支援策を実施しているところであり、現時点におい

て、対象を高校卒業まで拡大することは考えておりません。ただ、本医療制度につきまし

ては国の制度として創設するよう、町村長会を通じ、大阪府、国に対し働きかけていると

ころでございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 給食費に関連してですけれども、せっかくこごせっ子教育予算として１，２

００万円予算化されている中で、あれこれ給食費も含めて、塾、習い事、こうしたことに

するよりも、千早赤阪村では学校給食費が無料だということにするほうがインパクトがあ

っていいのではないかと思います。 

 昨年から、京都府の伊根町で実施されている学校給食の無料ですけれども、インターネ

ットで調べて、京都府内の他市からこの町に移り住んだということが新聞報道されており

ました。ですので、今の若い人っていうのは所得が少ない中で、どこで子育てをしたらお

得か、お得情報というのも載っているらしいです。 

 さて、村の学校給食は、これまでずっと言っておりますけれども、アレルギー対応や農

産物も一部取り入れていただいて、手づくり調理など、今のところ大変喜ばれておりま

す。その一方で、給食費は小学校低学年で年間４万９，５００円、高学年で５万６００

円、中学１年生では５万８，８５０円とすごく親の負担となっております。先ほど申し上

げましたように、こごせっ子教育予算において、あれこれ塾やとか、そういうことをする

よりも、学校給食費の無料化ということでやるほうが、受益者負担の観点からしてもこの

ことが皆さんから受け入れられると思います。ですので、あれを選ぶ、これを選ぶとかす

るんじゃなしに、せっかく予算を組んでるのですから、そういう方向に転換をしていただ

きたいと、再度お尋ねいたします。 

 それから、こども医療費ですけれども、村長から御答弁をいただきました。町村長会か

らも国の制度でやるようにと申し入れをしていただいてるということを聞きました。それ

だけやはり、この事業については重要だということだと思うのです。村でもしこの事業を

やるとなれば、高校卒業まで拡大するとなれば、対象人数はどれだけになり、その予算は

幾らになるのかお尋ねいたします。 

○井上議長 矢倉教育長。 

○矢倉教育長 議員から御指摘のように、ほかのいろいろな対象項目を設けずに、給食費
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に特化してするほうがアピール力もあるんじゃないかというお話なんですけども、ただ、

この２８年度から実施予定をしておりますこごせっ子教育応援事業に関しましては、村の

全小・中学生を対象としているわけで、そうなった場合、毎年数名ずつ村外の私立の学校

等へ行っている生徒はこの対象から漏れてしまうということになります。そのために、や

はり村外の学校に通っている子でもその支援を受けてもらえるといいますか、対象となっ

てもらえるためには、給食費以外のいろいろな幅広い支援対象項目が必要と考えておりま

す。 

 そして、先ほど給食費のお話が出ましたけれども、小学生では現在、給食費に係る食材

費という形でいただいております給食費でございますけれども、小学生では約５万円、中

学生では５万８，０００円、中３に関しては約５万３，０００円ということでございまし

て、こごせっ子応援事業で支援額として考えております小学校３万円、中学生５万円とい

うことは、給食費を考えてみますとかなり大幅な保護者の負担軽減になると考えておりま

す。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 池西住民課長。 

○池西住民課長 対象者を１８歳に引き上げた場合、本年２月末現在で対象者は１３４人

でございます。１人当たりの補助費用額を、現在村の中学生１人当たりの実績で１万４，

３００円となっておりますので、それで試算しますと約２００万円となります。高校生で

すんで、８割程度と見込んだ場合１５０万円となりますことから、１５０万円から２００

万円程度の増加が見込まれます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 学校給食費ですけれども、年間３万円という感じですけれども、習い事をし

ない子もいますし、塾にも行かない子もいますし、そういう意味で言ったら教育委員会と

しても事務の軽減にもなりますでしょうし、先ほどおっしゃいました、私立に通っている

こ子、小学校で私立で通っている子というのは余りいないかなと思うんですけれども、実

際小・中学校で村内で私立に通っている方は何人いらっしゃるのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

 それと、学校給食費を無料にしているところで、私立に通っている子どもに対して何か

をしてるというのはないんですよ。学校給食というのは、やっぱり義務教育は無償という

ことで取り組む。公立の学校へ行く子どもにとってはそういう対策をやるべきだと思うん

ですね。だから、教育委員会が心配しておられるようなことは、まあないのではないかな

と思いますが、その辺再度お尋ねしたいと思います。 

 それと、高校生については、年間、中学生ほど病院に通うこともないだろうで、８割程
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度ということで１５０万円の予算があれば何とかできるのではないかということです。 

 村長に再度お尋ねします。 

 この１５０万円の予算で、千早赤阪村が高校卒業まで無料にしてるという強いインパク

トで村に若い世代を呼び込む、また若い世代がよそに移り住まない策として取り組むべき

ではないかと思います。お尋ねします。 

○井上議長 矢倉教育長。 

○矢倉教育長 まず、村の中で私立等の村外の村立学校以外の学校へ通ってる子が何人位

いるかというお尋ねですが、今ちょっと詳しい数字はわかりませんけども、小学生で村外

のそういう学校へ通ってるという子は、ああいう支援学校といいますか、府立ですけども

そういう子が数名と、それから大体中学生で通ってる、毎年二、三人の子どもたちが私立

へ、小学校から中学校へ進学する際に出ております。例えば、今年度ですと４名と聞いて

おります。４名の小学生が私立の中学校へ進学するというように聞いております。ですか

ら、こういった私立等では、その学校にもよるんですけども、そういう給食制度というの

は割合とってるところがありませんので、弁当の子もいれば、学校での学食といいます

か、食堂を利用する子もいると聞いております。ですから、全く村の給食費だけに特化し

て、限定して無料化政策としても、その子たちには余り支援の対象とならないということ

になろうかと考えております。 

 以上です。 

○井上議長 村長。 

○松本村長 子どもの医療制度でございますが、ことし、今年度からまち・ひと・しごと

創生戦略をつくり、村独自の子育て支援事業として妊産婦しか診療費用の助成あるいは申

請時聴覚審査費用の一部助成、子育て世代の教育に要する経費を助成するなど、総合的に

子ども支援施策に取り組んでおりますので、今後とも子育て施策を積極的にＰＲしていき

たいと考えております。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○関口議員 村外の中学に通う子どもさんが年間三、四人、２人から４人ぐらい。学校給

食、村立の子どもたちには学校給食を無料にします。そして、村外の中学校に通う子につ

いては、これこれ援助しますというような形でやっていただきたいと思います。 

 それから、宮崎県の小林市というところでは、ことしから給食費の半額補助とかという

制度を取り入れたそうです。それだけやっぱり、義務教育費に係る予算を軽減しようとこ

とで、次はもう学校給食やというふうになっております。そんな中で、村もいち早くそれ

に取り組んでいただきたいと思います。 
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 村長は、過疎地域に指定されて、全国でいまだ見ぬ過疎からの脱却と言っておられます

けれども、本当に思い切った子育て支援をやらないと、過疎からの脱却は難しいのではな

いかと思います。そういうことから、私が今申し上げました学校給食費の無料化、村内の

子どもたちは学校給食、それから私立の子どもはまた別のことで対応するということ、ぜ

ひお願いしたいと要望しておきます。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、森田まちづくり課長。 

○森田まちづくり課長 森林環境税導入に伴う村への危険地域対策はにつきまして御答弁

を申し上げます。 

 大阪府では、自然災害から府民の暮らしを守り、健全な森林を次世代につなぐための環

境整備に係る財源を確保するため、平成２８年度から森林環境税が導入されます。 

 御質問の本村域内の対策事業につきましては、危険渓流の流木対策として４カ所、主要

道路沿いにおける倒木対策として１路線が予定をされております。 

 以上、御答弁といたします。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 関口議員。 

○関口議員 ２８年度について、千早赤阪村はどこがやられるという箇所づけまで聞いて

もらってませんか。先ほど申し上げましたけれども、２８年度では８地区あって、豊能町

の吉川など８地区ということになっておりますけれども、その中の８地区の中に千早の２

カ所も含まれているんでしょうか。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 今具体的に大阪府さんからお聞きをいたしております予定地区で

ございますけれども、危険渓流の流木対策といたしまして、本村では千早地区で２カ所、

水分地区で２カ所、計４カ所というふうにお聞きしております。 

 それとまた、主要道路、府道、国道の部分の倒木対策でございますけれども、村は国道

３０９号線の１路線を予定しておるということでございます。ただ、２８年度から順次や

っていくということで、地元調整等々、所有者の調整等ございますので、調整がつき次

第、順次行っていきたいというふうには伺っております。 

 以上でございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 要望しておきます。 

 せっかくの府の府民税を取っての事業ですので、府に対してこの期間中に、ぜひ危険な

ところを対策していただきますことと、あわせて持続的な森づくりの事業についてもやっ
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ていただかないとだめだと思いますので、そうしたことも関係機関と協力して、ぜひこの

時限の間にやっていただくように要望しときます。 

○井上議長 ここで休憩を行います。 

 午後１時から再開いたします。 

            午前１１時５９分 休憩 

            午後 ０時５８分 再開 

○井上議長 午前中に引き続き、再開いたします。 

 ２番目の質問者、清井議員。 

○清井議員 議席番号５番、清井でございます。通告のとおり３点について質問いたしま

す。 

 まず最初に、施策推進と推進体制について副村長にお伺いします。 

 村長は、村政運営方針において、国の地方創生の流れや過疎地域への支援などを生かし

た施策を、村民を初め村づくりにかかわる全ての方々と共同で取り組み、国内では例のな

い過疎地域からの脱却に向けた村政運営に取り組むと表明されました。新年度予算におい

ては、さまざまな施策が盛り込まれており、このような村づくりへの姿勢や施策推進は評

価されます。そこで、さまざまな施策を推進し実現するには、村長の政策決定能力、タイ

ミング、財源の確保、そして推進体制の確立が不可欠であり、これらが備わって初めて実

のある施策が実現します。国においては、創生基本方針２０１５で、従来の縦割りの取り

組みを廃し、横断的な新たな枠組みにより、地域の総合力が発揮されることが必要と述べ

られています。 

 そこで、次の３点について伺います。 

 施策推進の実行部隊である村の組織について、めり張りのある組織体制が必要と考える

が、現状をどのように考えておられるのか。２番目に、新庁舎建設はくすのきホール建設

以来、最大の建設事業です。新庁舎建設に当たっては、関係機関との調整など相当量の事

務と時間が費やされると思われます。他市町村では、準備室など専門部署を設置して対応

していますが、本村でも専門部署の設置が必要と考えるが、どうお考えでしょうか。３番

目に、施策推進において重要なのは、目標達成に関連する課題を把握し、的確に目標数値

に向けた取り組みを行い、スピード感を持って効果的に推進することにあります。そのた

めには、実行部隊である職員自身が常に意識を持って臨む姿勢が不可欠です。村づくりに

おける職員の意識改革や人材育成について、今後どのように取り組むのかお伺いします。 

 次に、多子世帯における保育料等の利用者負担の軽減をということでお聞きします。 

 平成２８年度から国の制度改正より、年収３６０万円未満の世帯に限り、多子軽減に伴
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う年齢制限を廃止し、第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料が無償化となります。

しかし、年収３６０万円未満の世帯とはごく少数の世帯数であると思われます。子どもを

３人以上も支えている希望のある夫婦にとって、子育てや教育への経済的負担は大変大き

いものです。多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもを多く持ちたいというマインドを高

めるためにも、村独自で年収制限の撤廃を求めます。 

 ３点目に、赤阪小学校にも学童保育の設置をということでお聞きします。 

 近年、核家族化とともに共働き世帯が増加しております。仕事を持つ母親にとって、子

どもをどこへ預かれば安心して仕事が続けられるのかが大きな悩みとなっています。働き

ながら安心して子どもを産み、育てられる環境を村が責任を持って整備することが重要で

あると思います。そこで、子どもが小学校に入学した後、安心・安全な放課後の居場所と

して、学童保育の役割はますます大きくなっております。 

 現在、村では千早小吹台小学校に学童保育を設置しておりますが、赤阪小学校には設置

されておりません。赤小の児童も千早小吹台小学校の学童保育を利用できますが、送迎の

問題等もあり利用しにくい状況であると思われます。子育て支援として、赤阪小学校にも

村が運営する安全で安心な学童保育の設置を求めるものであります。 

 以上、３点質問いたします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、吉田副村長。 

○吉田副村長 清井議員から御質問のございました施策推進と推進体制について御答弁申

し上げます。 

 まず、村の組織体制についてでございますが、平成２６年４月に過疎地域の公示を受

け、過疎地域自立促進計画を具体化していくため、平成２７年度から企画部門を総務課よ

り独立させ、過疎対策、産業、農林、観光振興等のまちづくり全般にわたる業務を担当す

るまちづくり課を設置いたしますとともに、道路や水道等の村民の生活基盤となるインフ

ラ整備をトータル的に実施できるよう、施設整備課を設置する組織体制の見直しを行った

ところでございます。 

 また、人員体制につきましても、この間、行財政改革の推進により大幅な人員削減を行

ってまいりました。しかしながら、過疎対策を円滑に進める上で人材の確保が不可欠なこ

とから、実配置人員につきましても平成２６年度は７７名でしたが、平成２７年度は８１

名と４名の増員を行ったところでございます。さらに、職員採用につきましても、保健師

を初め土木職を採用するとともに、府や水道企業団から新たに技術職員２名の派遣をいた

だくなど、今本村が抱えている行政課題に対応できる体制づくりに努めたところでござい

ます。 
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 平成２８年度につきましては、退職者の補充として３名の採用を予定していましたが、

最終的に２名の採用にとどまったことに伴い、８０名体制でスタートする予定でございま

す。議員御質問の平成２８年度の組織体制につきましては、現状の組織体制の中で適正な

人員配置やさまざまな工夫を行いながら、業務体制や業務運営体制の確保を行ってまいり

たいと考えております。 

 続きまして、新庁舎建設に係る専門部署の設置についてでございますが、庁舎建設につ

いては建築の専門的な知識が不可欠でございます。このため、昨年１２月、庁舎建設の担

当である総務課に、非常勤ではございますが、府ＯＢの建築職１名を配置し、現在基本設

計策定に取り組んでいるところでございます。議員お示しの庁舎建設に伴う専門部署の設

置についてでございますが、本村のような少人数の組織の中で、効率的な組織運営を行う

必要がありますことから、これまでどおり総務課において新庁舎建設を担当させてまいり

たいと考えております。 

 ３点目の人材育成についてでございますが、今後ますます行政ニーズが高度化、多様化

する中、組織全体での取り組み目標を定め、効率的で質の高い行政運営が求められます。

このため、平成２８年度より組織目標を職員間で共有しながら、職員個々人が業務遂行意

欲の向上や業務の達成感を感じ、公務能率の向上が図れるよう人事評価制度の導入を行う

こととしております。また、現在本村職員は８１名在職していますが、その内２３名が５

年未満の職員となっております。今後、こうした職員のレベルアップが不可欠なことか

ら、人事異動や効果的な研修の実施、さらにはこうした職員を育成する管理監督者のマネ

ジメント能力の強化などを行いながら、職員の質の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 少し村の職員数について、過去からの経緯といいますか、推移を見てみたい

と思います。 

 平成１４年には、村の職員は１２８名おりました。ちょうどこの平成１４年と申します

のは、富田林市と２町１村が合併協議を開始した年で、村は１５年末に第２次財政健全化

方策を策定しましたが、１７年３月に富田林市との合併は不承に終わりました。そして、

村は元気プランを策定した。そしてさらに、１９年６月から、今度は松本村長主導で河内

長野市との合併協議を試みましたが、２１年９月には協議は廃止されました。そういう経

過があった上で、その１２月に元気プラン改訂版の経営戦略プラン、さらに２５年には村
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づくり経営計画を策定して自立の道を模索してきました。この間、ずっと退職者について

は不補充ということを進めてきたために、平成２４年には職員数が７２名まで減少した。

さらに、平成１４年と比較しますと、５６名もの減になっております。 

 そこで、一定の財政効果が出てきたことを踏まえて、初めて５名の新採を行いました。

その後、若干の採用を繰り返しながら、今答弁にあったとおり、２７年度が８１名体制で

なったものが、２８年当初では８０名体制でスタートになったということになっておりま

す。 

 大阪府の資料で見ましたら、近隣の太子町あるいは河南町の平成２６年度の職員数は、

太子町が１１４名、河南町が１３９名と記載されております。人口１，０００人当たりの

職員数ですとか、類似団体の職員数とかの表示もありますが、私は行政サービスの窓口は

本村も太子町も規模的にはよく似たものかなと、そのように思っておりまして、ちょっと

この３０人の差は大きいんかなという印象を持っております。 

 その上で、村は昨年過疎指定を受けたこと、そして新年度からまち・ひと・しごと創生

総合戦略が始まることで、それから庁舎建設もありますね、そうしたことで非常に事務量

がふえている。こういった中で、８０名体制でこれらさまざまな業務を処理していくこと

が可能なのか、ちょっと懸念しておりますので、その点についてお聞きしたいと思いま

す。 

○井上議長 吉田副村長。 

○吉田副村長 平成２８年度の人員体制についてでございますが、平成２８年度当初の新

規採用職員については、３名を予定していたところでございます。しかしながら、直前に

１名の辞退者が発生したため、８０名体制でのスタートということになります。そこで、

このため今後各セクションが円滑に業務を進められるように、適材適所の人事異動を行う

とともに、これまで村職員として経験やノウハウのある退職職員を非常勤職員として新た

に雇用するなど、あらゆる方策を用いて業務処理体制の確保を図ってまいりたいと考えて

おりますので御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○井上議長 清井議員。 

○清井議員 いわゆるその人員配置計画というのは単年度だけで、先ほど言いましたよう

に、ことしはこういう事業があるからたくさん要るとか、次の年は事業がないから少なく

したり、こういう感覚じゃなくて、やっぱり長期的に世代の切れ目のないような、いわゆ

る計画的な採用計画というのは必要というのは必要じゃないかと思っております。 

 人員配置適正化計画では、８３名、現員と計画人員には３名のすき間があります。そこ

で、本村が今後の行財政運用を見据えた上で、人員体制、組織体制についてどのように考
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えてられるのか、再度お伺いします。 

○井上議長 吉田副村長。 

○吉田副村長 今後の本村における人員配置計画についてでございますが、水道事業につ

いては平成２９年４月から経営統合をされる予定でございます。これに伴い、水道セクシ

ョンに配置している職員定数をどのようにするのか。また、今後の職員の退職動向、さら

には村が抱えるさまざまな課題に対応できる組織体制を維持するための職員数などについ

て、総合的な観点から再検討を行い、必要な人員体制を検討してまいりたいと考えており

ます。あわせまして、人員を増員する場合におきましても、行財政運営に支障を来すこと

のないよう、一時的な課題への対応については府などから職員派遣いただくなど、さまざ

まな手法についても検討したいと考えているところでございます。 

 また、組織体制については、平成２８年度は現状の組織体制で行政運営を行ってまいり

たいと考えていますが、毎年各セクションの組織課題等を検証しながら、行政運営に支障

が生じていることが認められる場合などにつきましては、必要に応じ弾力的に組織体制の

見直しを行ってまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 要望をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 最初にも申し上げましたけども、国の地方創生の流れや過疎地域への支援な

どを生かした施策を、村民を初め村づくりにかかわる全ての方々と協働で取り組んで過疎

地域からの脱却を目指したいというふうに、村長はいつもおっしゃってるわけですが、こ

れは先ほど言いましたとおり、政策決定能力、タイミング、財源の確保、そして維持体制

の確立、推進体制の確立が必要ですね、これが備わってなければならない。それには、施

策推進の実行部隊である村の組織について、めり張りのある組織体制を維持して、さまざ

まな課題に対応していかなければなりません。今後、役場組織、人員体制をしっかり構築

して、こうした施策が円滑に推進できる体制づくりと具体的に実行する職員の意識改革や

人材育成をしっかり行っていただくように要望しておきます。 

 以上です。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、和田健康福祉課長。 

○和田健康福祉課長 多子世帯における保育料等の利用者負担の軽減について御答弁申し

上げます。 

 政府では、幼児教育無償化に関する環境整備として、平成２６年度から低所得世帯、多

子世帯の負担軽減など、無償化に向けた段階的な取り組みを進めており、平成２８年度に
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おける幼児教育の段階的無償化につきましては、年収３６０万円未満の世帯について、従

来の多子軽減における年齢の上限を撤廃することとしております。 

 この改正による対象となる世帯数及び軽減される保育料ですが、１号認定子どもでは６

世帯で１６万２，０００円、２号、３号認定子どもでは９世帯で１２７万６，２００円で

ございます。また、年収制限と年齢の両方を撤廃した場合、対象となる世帯数及び軽減さ

れる保育料は、１号認定子どもでは１７世帯で１６万２，０００、２号、３号認定子ども

では３４世帯で４６１万２，２００円でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 村長にちょっとお聞きします。 

 定住人口の増加に向けた取り組みとして、子育て支援は一番といいますか、重要な施策

であると思います。幼児から切れ目のない支援をしていくことが、いわゆる子育て支援と

いう意味では効果的であると考えられます。 

 今課長から答弁ありましたとおり、年齢制限と年収制限を撤廃して国の制度改正を差し

引きますと、村の新たな負担は３００万円ぐらいですね、そういった状況のもとで、切れ

目のない子育て支援として、年収制限も撤廃するべきと思いますが、村長のお考えをお伺

いします。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 平成２８年度において、若い世代が家庭を持ち、安心して子育てができるよ

うにこごせっ子教育応援事業により、小・中学生を対象に教育費補助を実施してまいりま

す。 

 議員のお示しのように、子育て支援については切れ目のない支援が重要であると認識し

ており、今後保育園、幼稚園の子育てを応援していく部分につきましては、財政状況を見

ながら検討したいと思っております。 

○井上議長 清井議員。 

○清井議員 ありがとうございます。ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 要望しておきます。 

 近隣といいますか、堺市や河南町では国の制度改正に上積みして、それぞれの自治体独

自の負担軽減措置を行っております。既にこれもう始まっております。２８年度から始ま

るんですね。そういう状況で、本村でもあわせてその年収制限を撤廃して、利用者負担の

軽減を図って子育て支援の充実を要望しておきます。 
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○井上議長 質問事項３番目の答弁者、北浦教育課長。 

○北浦教育課長 御答弁申し上げます。 

 赤阪小学校に学童保育の設置をという御質問でございますが、現在千早小吹台小学校で

設置されています学童保育は、小学生の放課後における保育を必要とする保護者により設

置され、自主運営されているものです。村では、運営主体の学童保育連絡会に対し、小学

校の空き教室を貸与し、国、府の補助金と合わせて運営費の一部を補助しております。現

在、赤阪小学校区の児童も、送迎により千早小吹台小学校での学童保育を利用しています

が、利便性などから赤阪小学校区でも学童保育の設置を望まれていることは認識しており

ます。村教育委員会としましては、赤阪小学校区でも千早小吹台小学校での学童保育と同

様、自主運営を基本と考えており、そのような条件が整えば支援してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 赤阪小学校でもそういったニーズがあるということは認識しながらもという

ことなんですが、それでは今まで実現できなかったこれの具体的な課題、問題点、そうい

うのをまず教えてください。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 まず、設置場所の確保が必要となります。ただ、赤阪小学校には現在空

き教室はございません。学校以外でも設置することはできますけれども、室内だけでなく

屋外でも活動できるような場所があるほうが望ましくて、いずれにしても設置場所の確保

が一番大きな課題となっております。 

 さらに、赤阪小学校区で学童保育を実施する場合、先ほど申しました、千早小吹台小学

校と同様に、自主運営だけでできる体制を整えていただくということや、平成２７年度か

らは放課後児童支援員という、それの配置が義務づけられております。その資格認定講習

を修了した人員の確保も必要となってまいります。 

 以上でございます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 課題はわかりました。しかし、赤阪小学校区でも学童保育のニーズがありま

す。先ほど要望しました保育料の利用者負担の軽減同様、定住人口をふやす施策として、

子育て世代への支援が不可欠であると思っております。これは、村長も同じ考えかと思い
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ます。この放課後保育を今後どのようにするのか、今後の計画、お考えがあったら教えて

ください。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 赤阪小学校で学童保育を実施する場合に、保育場所の確保、それは新設

になると思います、そのような必要であるとか、放課後児童支援員の配置を行う必要もあ

ります。赤阪小学校以外の場合は、場所の確保や方法をどうするのか、また現在千早小吹

台小学校では自主運営されておりますので、そちらのほうとの整合性、あるいは財政的な

負担をどうするのかなど、総合的に勘案してどのようなことができるのかについて検討し

てまいりたいと考えております。 

○井上議長 要望をお受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 近隣眺めましても、各小学校には学童保育が併設されております、近隣の市

町村でも。赤阪小だけがないという、こういう状況にあります。保育場所の設置には国や

府からの交付金ですとか、例えば過疎対策事業のハード部門でこういうことができないの

か。それから、今おっしゃった指導員に当たるんですか、児童支援員については、時間帯

としたら３時から夕方６時ぐらいまでですよね、３時間。そういった状況で、非常勤嘱託

員を効率よく雇用できるんではないかとか。こういったことについても早急に検討してい

ただきまして、同じ所管であるこごせっ子応援事業の中の一環としてやってもらえればな

と、教育長に要望しておきます。 

 以上です。 

○井上議長 第３番目の質問者、徳丸議員。 

○徳丸議員 ３番、日本共産党の徳丸幸夫です。議長への通告に基づきまして、以下２点

について質問をいたします。的確な御答弁をお願い申し上げます。 

 第１に、森屋、大森地区の企業誘致について伺います。 

 当地区の企業誘致の事業については、既に１０年以上が経過しておりますけれども、

５，０００万円ほどかけて道路整備ができただけで、一向に進展しておりません。２８年

度から３０年度までの３年間は、いずれも企業誘致支援策を取り組むとなっております

が、具体的な内容がありません。第６期実行計画では、３年間で１，２００万円の予算が

計上されており、企業が進出しやすい環境整備を進めるとしております。企業誘致が具体

的に動き出したのかお伺いいたします。 

 次に、海外留学体験事業について伺います。 

 この事業は、来年度から対象者を高校生にまで拡大するとしておりますけれども、募集
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人員はどれぐらいを予定しているのか、応募者は計画どおりあると考えているのか伺いま

す。高校生まで対象者を広げるとなると、高校との関係、引率の責任、負担金、高校のク

ラブ活動との関係など、さまざまな問題が生じるのではないでしょうか。もちろん、メリ

ットもあると思いますけれども、デメリットもあるのではないでしょうか。これらについ

てどう解決していくのか伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、森田まちづくり課長。 

○森田まちづくり課長 御質問の平成２８年度当初予算に計上いたしております４００万

円につきましては、住民ニーズが高いコンビニ等の誘致に要する経費でございます。 

 この事業は、千早赤阪村まち・ひと・しごと創生総合戦略事業の一つとして実施するも

のでございまして、大森地区に限らず、村内においてコンビニ等を開業していただいた場

合の開業等に要する経費を助成するものでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 具体的な企業からの問い合わせ、オファーがあるのかどうかお聞きします。

それから、コンビニも含めてということですけども、コンビニだけに限らず、ほかの事業

も対象になるのかどうか、この２点について。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 まず、コンビニ誘致策でプレス等々発表をいたしておるところで

ございますけれども、今週に入りまして数件のお問い合わせをいただいておるところでご

ざいます。 

 それと、またコンビニに限らず、総合戦略の中で企業操業店舗開業支援事業として起債

事業としては実行する予定で、今後検討していく予定といたしておりまして、内容につき

ましては予算との部分も必要となりますことから、財政上十分検討して、企業誘致に取り

組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 道路ができましてかなりの年数がたってるんですけども、地元地権者との協

議はどの程度進んでるんですか。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 大森地区の企業誘致ということの進捗ということでよろしゅうご
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ざいますでしょうか。 

 まず、企業の戦略等々、企業進出の計画など、企業の都合による部分が非常に大きいも

のと考えておりまして、企業誘致につきましては地権者と企業の契約事項となるため、村

としては側面的支援を行っておるところでございますけれども、今後まち・ひと・しごと

総合戦略を契機に企業操業開業支援事業の創設を検討いたしておるところでございまし

て、しっかり情報発信することで、村といたしましても企業誘致を図っていきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○徳丸議員 まち・ひと・しごとの事業も含めて取り組みをするとおっしゃいますけど

も、具体的にいつ、どういうふうに手だてを進めるのか、これをぜひ検討していただきた

いというふうに思います。 

 要望しときます。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、北浦教育課長。 

○北浦教育課長 御答弁申し上げます。 

 中学生の海外派遣事業は、初年度の平成２６年度は２０人、平成２７年度は６人で実施

しました。２年目に応募者が大きく減少したことから、来年度の応募対象である中学１、

２年生の参加意向を調査したところ、英語が苦手、現地で通じるか不安、海外へ行くこと

に不安があるというような理由で参加をためらうという回答が多数ありました。この結果

を踏まえ、平成２８年度から英語の習熟度がより高い高校生にも参加資格を拡大したとこ

ろで、より多くの参加者を得るとともに村内の子どもたちの英語の能力のレベルアップを

図り、事業効果が上がるようしっかりと取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 応募者を募集する予定人数は何人予定してるんですか。小学校、中学校、高

校生、それぞれ予定数があれば伺いたい。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 来年度予算では、一応１０人を予定しております。中学生、高校生の内

訳はちょっと未定でございます。 

○井上議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 予算では、６７５万円が計上されてますよね。起債で３５０万円、その他で
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１０万円、一般会計から２２５万円、合計で６７５万円です。それは必要経費として要る

以上は仕方がないと思うんですけども、ただ、先ほども質問で言いましたように、高校と

の関係、引率の責任、負担金、高校のクラブ活動との関係など、さまざまな問題がかかわ

ってきます。それらについて具体的にどう答えていくのか、ぜひお聞かせいただきたいと

思います。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 中学生の募集については、従来どおり中学校を通じてさせていただきま

す。高校生につきましては、村内在住の高校生ということで村の広報とかホームページで

募集させていただく予定です。 

 それから、引率につきましてはちょっと未定ですけれども、今までは中学校の先生１人

と教育委員会事務局１人、ことしでしたら行かせていただきましたけれども、同様にさせ

ていただくのか、事務局だけになるのか、ちょっと未定でございます。 

 それから、負担金につきましては中学生、高校生ともに１人１０万円を負担していただ

くという予定でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 要望をお受けします。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 高校生が参加するとなると、中学生とのギャップがあるんちゃうかなという

ふうに思うんですけども。それともう一つは、事故があった場合、もちろん保険等にも加

入してるやろうけども、誰が責任を負うのか。中学生やったら、参加者の保護者に連絡し

やすいやろうけども、中学生、高校生も入れますと、例えば１０人の予定で、高校生が５

人、中学生が５人やったら、５人ともそれぞれ連絡せなあかんのでしょ。そういう手間が

かかるということもあるんで、ぜひ事故のないように、安全にしていただきたいというこ

とを要望しておきます。 

○井上議長 第４番目の質問者、山形議員。 

○山形議員 議席番号７番山形研介です。議長通告に基づき、次の２点について質問いた

します。 

 まず１点目は、大阪広域水道企業団との統合後の上水道事業について、本村水道事業は

本会議で審議いたしましたが、平成２９年３月３１日をもって水道事業にかかわる条例は

廃止され、平成２９年４月１日より大阪広域水道企業団が運営することになるが、今まで

村が運営した場合から、企業団が運営する水道事業は村民に対しての影響はどのようにな

るのかを伺います。 
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 ２点目は、村政６０年を迎えるに当たって村の活性はについてお伺いいたします。 

 第４次総合計画で、「みんなが集う、みんなで育む、みんなに優しい、みんなを結ぶ 

－ちはやあかさか」をキャッチフレーズに、村の事業をいろいろと展開しているが、こと

しは千早赤阪村ができて６０年を迎える年である。村は、現在の少子・高齢化、村民減少

の中、村長は数々の事業をされていますが、合併６０周年に当たり、補助金ではなく事業

を行うことにより、いま一度村の歴史、文化、さまざまな魅力を発見、再確認し、村民の

愛着感の高揚を図り、さらなる村の一体感をつくり出すとともに、社会教育団体や福祉、

ボランティア団体の方々など、村民の記念行事の参加により村政の関心を高め、協働によ

る村政の推進が図れるんじゃないかと考えております。 

 以上、２点について担当課の答弁を求めます。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、松本理事。 

○松本理事 大阪広域水道企業団と統合後の上水道事業について御答弁申し上げます。 

 企業団との統合に係る手続につきましては、本議会で千早赤阪村水道事業の設置等に関

する条例等廃止についてで御審議いただいたところでございます。現在、平成２９年４月

から企業団が本村水道事業を運営するに当たっての事務手続、統合後の詳細な施設整備計

画や企業団における給水条例等の策定、国への認可手続などについて企業団と協議を進め

ているところでございます。 

 平成２９年４月より、企業団が運営するに当たっての村民に対しての影響でございます

が、事務の場所、事務手続、水道料金などはそのまま引き継がれることから、現時点で村

民への影響はほとんどないものと考えています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 ありがとうございます。 

 今の御答弁をいただきまして、現時点では影響がほとんどないという答弁でございまし

たけども、企業団が運営することになり、村民にとってどのようなメリット、逆にもう一

つはデメリットがあるのかお伺いいたします。 

○井上議長 松本理事。 

○松本理事 企業団が運営することによっての村民へのメリット、デメリットでございま

すが、まずメリットといたしましては、水道事業の専門的な知識を持った企業団が事業運

営を行うことによりまして、水道施設の適切な更新や維持管理により、円滑な事業運営が

可能となります。また、災害や漏水などの緊急時における対応におきましても、今まで村
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職員のみで対応していましたが、統合後は企業団の組織全体で対応することにより、安全

で安心な水道水の供給が可能となります。また、村民へのデメリットにつきましてはない

ものと考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 前々からこの水道事業について松本理事とキャッチボールさせていただいて

るんですけども、今の答弁でデメリットがないというお答えでございますので、一安心で

ございます。 

 そこで、こういう統合しますと村民は何を考えるかといいますと、水道料金が、先ほど

答弁もありましたけども、どのようになるのかというのが一番先に来るんじゃなかろうか

と思っておりますけども、その点についてよろしく。 

○井上議長 松本理事。 

○松本理事 企業団との統合後、水道料金がどのようになっていくかということでござい

ますが、千早赤阪村の水道事業ビジョンでも掲載していますように、今後、人口減少によ

る収益の悪化、また水道施設の老朽化に伴う更新などにより、水道料金の値上げは不可避

となっております。しかしながら、村単独で運営を続けた場合に比べて企業団が運営した

場合は、国からの交付金などによりまして、値上げの時期をおくらせることができたり、

またその後、値上げ幅も抑制することができるなど、メリットがあると考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 要望をお受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 ありがとうございます。 

 今の答弁ですと、企業団になって物すごくメリットがあるなという感じは受けてるんで

すけども、ぜひとも来年度からでございますけれども、水道料金が行政で抑えられるとい

うことの答弁もいただきましたので、これから、特に私ところの地区は物すごく大変なお

金がかかるような感じちゅうか、切実と感じてますので、その点、企業団と統合したこと

によって、願わくばこのままの形で推移できたらなと、一地区の住民として願っておりま

す。どうもありがとうございました。要望としときます。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、森田まちづくり課長。 

○森田まちづくり課長 村政６０年を迎えるに当たって村の活性はについて御答弁を申し

上げます。 
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 村では、住民の皆さんとともに地域課題の解決や地域の活力維持を図る協働による村づ

くりを推進しており、平成２４年度から村民協働提案型村づくり事業を実施しています。

平成２７年度からは、より一層その活動が活発に長期的な取り組みができるよう、補助内

容を拡大して実施しており、休耕田の活用や登山道の整備、自然エネルギーの啓発活動、

地域の活性化事業に対し補助を行っております。 

 平成２８年に千早赤阪村政施行６０周年を迎えることから、新たに村民の皆さんが主体

となって６０周年記念事業を企画から運営までを実施する事業に対し、その経費の一部の

助成を行う記念事業補助制度の創設を検討しております。６０周年を契機に、さらなる村

民の皆さんの村づくりに対する参画意識の高揚を図るとともに、ますます協働へのまちづ

くりへの機運を高めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 平成２８年度当初予算の企画管理費では、村政６０周年記念行事の補助金と

して２６０万円計上されておりますが、ただいまの答弁では６０周年を契機にさらなる村

民の皆さんの村づくりに対する参画意識の高揚と協働のまちづくりへの機運が高まること

でありますが、具体的なことはどういう、補助的なメニューちゅうんですか、考えている

のかちょっとお答え願いたいと。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 補助制度の詳細につきましては、現在最終の検討をいたしておる

ところでございますが、平成２８年度の当初予算に計上いたしました積算内容で申し上げ

ますと、村内で広域の住民を対象とする事業については上限１００万円を２団体に、また

地域住民を対象とする事業につきましては、上限２０万円を３団体に補助することを想定

いたしております。 

 以上でございます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 これはもう要望も入れてちょっと、お答えはもう結構でございます。今のそ

の意見でわかりますけど。 

 ただいまの今の答弁の中で、村内で広域の住民を対象とする事業については上限１００

万円を２団体に、地域住民を対象とする事業については上限２０万円を３団体に補助する

ということ、想定しているとのことですので、今回余り細かいことはお伺いしませんが、
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今から私の考えを聞いてください。これはもう要望で結構でございます、要望しときま

す。 

 私も村民の皆さんの村づくりに対する参画意識の高揚を図り、協働のまちづくりを進め

るとともに、地域の活性化を図ることは大変重要なことであると認識しております。地方

創生推進のためには、地域の活性からさらに産業復興につなげ、仕事を生み出す施策も必

要であります。村政施行６０周年を契機にさらなる協働の推進とともに、今までのやり方

の脱却、斬新で先駆性のある事業創出に取り組んでほしいと思っております。 

 最後に、役場は先ほどの清井先生の質問の中にもありましたんですけども、若い職員が

非常に多くなりました。ぜひ、この若い職員の発想を取り入れることができるムードづく

りとして組織体制を構築していただきたい。村長は、常々言われる一流の村づくり、ぜひ

ともこの村づくりに取り組んでいただくよう要望して、私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○井上議長 第５番目の質問者、浅野議員。 

○浅野議員 ４番公明党浅野利夫でございます。議長通告に基づきまして２点質問をさせ

ていただきます。 

 まず１点目、村道等の維持管理についてお伺いをいたします。 

 村道等の維持管理につきましては、村の整備計画に基づき、維持補修工事を実施すると

いうことになっております。住民の方からも、道路の傷んでいる箇所が多いのに、村は工

事をやってくれないのかとの相談を受けることが多くなってきました。私は、予算の関係

もあり、計画的に工事はやっていますと、聞かれたらこのように回答はしていますが、交

通量の少ない比較的狭い村道を車で走っていると、住民の方が言われているように、やは

り道路の傷んでいる箇所が多いのも事実であります。 

 平成２７年度の当初予算で見ますと、主な普通建設事業では小吹台地区内の舗装事業が

２，４７２万円、小吹台以外ですが、道路維持事業として１，０００万円、橋梁整備事業

が２，３７０万円、計５，８４２万円で、平成２７年度一般会計予算の１．９５％であり

ます。平成２８年度を見ますと、小吹台地区内の舗装事業が３，４２０万円、小吹台以外

ですが、村道維持事業３，１００万円、橋梁修繕事業は１，４００万円で、計７，９２０

万円であります。平成２７年度一般会計予算２．７３％であります。今年度から道路維持

事業費が対前年度で約２，０００万円アップしており、補修工事も今までより多く実施さ

れるものと思っておりますが、どのようにして優先順位を決定し、工事を実施していくの

か、まずお聞きしたいと思います。 

 ２点目ですが、患者送迎用バスの村への運行についてお伺いをいたします。 
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 村の高齢化率も４０％を超えました。診療所を初めとして、村内の医療機関だけでな

く、近隣市町への医療機関へ行く回数も多くなっております。富田林市内の病院を受診さ

れている方から、千早赤阪村にも病院の送迎用バスが来てくれたら助かるのになあ、との

相談で調べてみますと、河南町では富田林病院の送迎用バスが平日の午前、午後の各２

回、計４回役場まで乗り入れていることがわかりました。また、太子町では羽曳野市の城

山病院の送迎用バスが運行されております。相談を受けた方は高齢者で、バスの乗り継ぎ

や費用面、また一回で目的地まで行けるので時間的にも早く行けるとのこと。高齢者の多

い本村にも近隣師からの病院の患者送迎用バスを運行してもらうことができないものか、

お伺いをいたします。 

 以上の２点、的確な御答弁をよろしくお願いをいたします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、西川理事。 

○西川理事 村道等の維持管理について答弁申し上げます。 

 村が管理する村道は１５４路線、管理延長約５７キロメートルとなっています。また、

村道施設として橋梁２８橋、トンネル１カ所を村が管理しています。 

 まず、村道の舗装についてですが、経年劣化によるひび割れ、わだち掘れ、段差などが

村内の多くの場所で発生しております。これらを計画的に補修していくために、舗装の劣

化状況の調査結果と路線の重要度を評価し、区間別優先順位をつける補修計画を今年度策

定します村道整備計画の中で検討しているところです。この舗装補修計画をもとに、平成

２８年度から５年間を重点期間として、補修工事を進めていきたいと考えております。 

 また、小吹台地区内の舗装、補修工事につきましては、平成２３年度から平成３２年度

までの計画で、老朽化したガス管の敷設がえ工事にあわせ舗装、補修を行うものであり、

大阪ガスから舗装工事に必要な工事費の６割を負担金として徴収し、工事を行っておりま

す。 

 橋梁修繕工事につきましては、平成２４年度に作成しました橋梁長寿命化修繕計画に基

づき、予防的な修繕を行うことで橋梁の延命化を促し、将来的なメンテナンス費用を抑え

るよう計画的に工事を進めています。平成２８年度は、水分東阪線の桐山時田橋と水分延

命寺線の出合橋の修繕工事を行う予定をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 浅野議員。 

○浅野議員 今回答をいただきまして、優先順位の決め方というのは、舗装の劣化状況と

かその調査結果、路線の重要度を評価して決定するということでありましたけれども、私
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はそれだけでなく、一番事故があったことで言うわけなんですけども、児童の通学路であ

ったり、また交通弱者である高齢者への配慮も非常に大切だと思っております。 

 実際に起こった事例ですけれども、体の小さい小学１年生の女の子でしたけれども、見

るからにランドセルが歩いているような感じに見える子どもです。そのぐらい小さいお子

さんでしたけれども、ちょうど私のところの家の前でも転倒してけがをされて、親御さん

がすぐ飛んできて、何とかせえよということで私もお叱りを受けた経緯もあります。それ

も役場のほうへ行って、多少直していただいた経緯もあります。 

 また、昨年の年末でしたけれども、宅配業者の方が私どもの家へ配達中に、ちょっと夜

間年末で暗くなってたんで、足元が見えにくかったと思いますけれども、配達中に転倒さ

れて左手を大けがをされました。それで、私どものほうへ飛び込んで来られたもので、私

がびっくりして、大丈夫ですかということも聞きました。段ボールの箱は潰れてたけど中

身は潰れてなかったんで、その方は急いでおられたから、帰ってちゃんとやりますという

ことでしたけれども。今見ただけでも、私が議員をさせていただいてからでも、私の近く

で２件起こっております。また、報告の入ってないこともありますので、何人けがされた

ら修理をしていただけるのか、それはわかりませんが、実際事故が起こっているというの

は確かであります。それからまた、高齢者の方が手押し車を押しながらよく行かれるんで

すけど、やっぱりその段差でひっかかってぐらついている姿も見かけます。この方はまだ

けがはされておりません。 

 役所でありますので、計画的に舗装の補修工事、計画的にやっているというのは、これ

はもう当たり前ですけれども、計画だからこのとおりやるということではちょっと困るん

じゃないかと思います。ただ机上で判断するんでなく、実際現地を見て、そこが通学路で

あったり、また高齢者が多いとか、いろいろ配慮していただいて、住民の意見も踏まえた

維持管理が必要でないかと思いますけれども、これに対して御答弁お願いします。 

○井上議長 西川理事。 

○西川理事 議員お示しのとおり、舗装補修計画や橋梁長寿命化計画だけをよりどころと

するのではなく、緊急時の避難路や通学路はもとより、住民要望、地元の協力体制などを

考慮して村道の維持修繕を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 いろいろ難しいことが多いかと思いますけれども、公共弱者と言われますけ

れども、弱者にも配慮した計画をお願いしたいと思います。 

 要望しておきます。 
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 村道は、やはり住民の方が日常生活を行う上で必要不可欠な社会インフラでもありま

す。もう何年も前から言っているのに工事をしてくれないとかの意見は、本当にありがた

いというふうに受けとめていただきまして、限られた予算の中で住民が求めている道路整

備というのは、大変難しいかと思いますけれども、先ほども申しましたけれども、机上だ

けの判断ではなくて、やっぱり高齢者にも優しく、また通学路とか、特に私どもの前はオ

レンジビルの子がいつも４０人ほど、７班に分かれて通っていきます。もう朝７時４０分

前後です、一番多いんですが。子どもたちは、やはりふざけ合ったりしながら通っていく

こともあります。転倒してけがのないように、特にどこでけがをされても困るんですが、

私どもの家の前だったらすぐ私とこの場合、飛んで来られます。そういうことで、きめ細

かい道路等の維持管理をまずお願いしたいということで、これは要望しておきます。 

 以上です。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、西口健康福祉課参事。 

○西口健康福祉課参事 患者送迎用バスの村への運行についてで御答弁申し上げます。 

 河南町への富田林病院の患者送迎用バスの乗り入れの件でございますが、病院関係者に

確認いたしましたところ、病院送迎バスの車庫が役場近くにあること、また送迎ルートが

河南町駅で方向転換するルートになっていることから、乗り入れが決まったとのことでご

ざいます。 

 御質問の本村への乗り入れでございますが、患者の乗車時間が河南町からのルートでは

最大であり、これ以上乗車時間を延ばせないため、村では乗り入れをする場合は別ルート

を新設する必要が生じることから、乗り入れは考えていないとのことでした。 

 また、城山病院の件でございますが、太子町は把握しておりませんので病院関係者に確

認いたしましたところ、救急病院であり、太子町、羽曳野市、藤井寺市から救急搬送さ

れ、退院後に通院される方もおられるので、太子町内に乗り入れをしている。ただし、利

用される方が少ないために、今後縮小を考えておられ、村への乗り入れは考えていないと

のことでした。本村では、高齢化の進展とともに、病気を持つ方の割合も多くなっていま

す。こうした中、高齢者の方の通院方法等については現在検討されている地域公共交通と

の連携を初め、今後どのようなことができるかを検討してまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 浅野議員。 

○浅野議員 これは相手のあることなんで、もう要望にしておきます。 

 私も実際に、河南町、どこ走ってんかわかりませんでしたので、富田林病院も行きまし
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た。それで、マイクロバスを運転されてるドライバーの方です。じっと時刻表を眺めなが

ら見てたら、何かあったんですかということで、見られて、その運転手の方と話をしてみ

たら、河南町へは北大伴回りで午前、午後２回運行してると。千早へは、これ来ていただ

けるとしたらどうなるんですかという問いに、大伴回りというのがあるんです。それを延

長したら行けないこともないなということで、それは責任のないドライバーの方でしたけ

れども、実際要望があるということで、これから公共交通の実証運行もありますので、そ

の辺も絡めまして、できるだけ利便性が図れたらいいかと思います。 

 富田林やったら富田林の予算と、羽曳野でした羽曳野の予算の中に入ってくると思いま

すんで、私どもが勝手にこうせえ、ああせえとはできないと思いますけれども、そういう

ことを踏まえて、今後の検討課題にしていただきたいということで要望しておきます。 

 以上です。 

○井上議長 第６番目の質問者、田中議員。 

○田中議員 ６番田中博治でございます。私は、議長通告に基づき、以下２点について質

問をいたします。 

 まず１点目は、災害発生時における村の備蓄状況はについて、２点目は新庁舎建設及び

今後の行政運営のあり方についてお伺いいたします。 

 １点目の質問は、災害発生時における村の備蓄状況はについて質問いたします。 

 今後発生が予想されている南海トラフ巨大地震や、大雨による土砂災害等の災害が発生

した場合には、食料供給の減少が予想されるほか、一部の食料品が品薄状態や売り切れ状

態になるおそれがあります。東日本大震災では、物流の混乱等により満足に食料を調達で

きたのが発生後３日目以降という地域があったり、また電気の復旧に１週間以上かかり、

水道の復旧に１０日以上の時間を要した地域もあったようであります。また、地震等の大

規模な災害が発生した場合、被害が拡大すれば、避難所の不足や避難所までの道路も寸断

等により自宅での避難生活を余儀なくされる可能性も考えられます。こうした事態に備え

るため、日ごろから最低でも３日分、できれば１週間分程度の家庭での食料品の備蓄に取

り組むことが望ましいと言われております。 

 去る２月２１日には、千早小吹台小学校にて小吹台地区自主防災協議会主催による防災

訓練が実施されました。訓練前には、富田林消防本部千早赤阪分署署長による防災の大切

さの訓示がありました。また、小吹台自治会長よりは自助、共助、公助の大切さの話があ

りました。そしてＡＥＤの使い方や消火器の使い方、煙筒のくぐり抜け訓練がありまし

た。当日は相当に寒かったのですが、２００名近い住民の方が訓練を熱心に見聞しておら

れました。そして、帰りにはアルファ化米の試食品をいただきまして、ある主婦の方は、
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どのようにしたら災害時においしくいただけるのか、今から自宅で訓練をしますと言われ

ておりました。 

 そこで、災害時の備蓄用品について村の考えをお伺いいたします。明快なる御回答をお

願いいたします。 

 ２点目の質問は、新庁舎建設及び今後の行政運営のあり方についてを質問いたします。 

 さきの国勢調査の速報値を見ても、村の人口は大幅に減少しており、このまま放置すれ

ば、村の機能も維持できなくなるのではないかと危惧しております。こうした中、現在村

では、地方創生に伴う総合戦略や過疎地域自立促進計画を策定し、定住促進や交流人口の

増加に向けた取り組みを行うため、さまざまな事業実施が計画されております。新聞やテ

レビでも本村が大きく取り上げられるなど、平成２８年度は村として大きく動き出そうと

しております。 

 また、新庁舎建設を初めビジターセンターの建設などのビッグプロジェクトも計画され

ております。村の財政調整基金は１３億円積み上げられておりますけど、こうしたビッグ

プロジェクトを行えば、たちまちなくなってしまうことも危惧されることから、財政規律

を維持しながら魅力ある事業を今後円滑に実施するに当たって、行政の各セクションをコ

ントロールする必要があると考えます。こうした中、村として村民に負担をかけることな

く、安定的な行財政運営を行うため、どのように取り組んでいくのか、お伺いをいたしま

す。よろしく御答弁をお願いいたします。ありがとうございました。 

○井上議長 質問事項、１番目の答弁者、中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 災害発生時における村の備蓄状況は、について御答弁申し

上げます。 

 避難生活に必要な物資を確保するためには、自助、共助、公助の考え方に基づく役割分

担が不可欠であり、避難所生活に必要な食料や飲料水などの物資につきましては、基本的

には自助、共助の考え方に基づいて、みずから確保していただくことになります。 

 村は、災害発生時に備えた補完的な備蓄用品の確保にとどめております。現在、防災計

画に基づき、最大避難者数の１，６００人分プラスアルファとして、観光客や帰宅困難者

等を目標として食料や飲料水の備蓄を進めております。 

 現在の備蓄状況につきましては、役場の防災倉庫を初めくすのきホール、Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター、旧千早小学校、小吹台連絡所、千早診療所の村内６カ所に飲料水で６，９００リ

ッター、アルファ化米１，３６１食、保存用パン４０８食、焼き菓子２，０００食ほか粉

ミルク、紙おむつ、生理用品を分散備蓄しており、定期的に物資の更新を行っているとこ

ろでございます。 
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 また、避難所生活が長期化した場合に備え、民間のサンプラザや市民生協、コメリ

等々、食料品、日用品について災害時における物資の供給協力に関する協定を締結してお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 ただいまお伺いいたしますと、災害発生時における備蓄用品に努めていると回答されま

した。では、具体的にはどういったものをどこにどれだけ備蓄をされているのか、また地

域防災計画の見直しと、土砂災害ハザードマップの作成の進捗状況について、お伺いいた

します。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 備蓄につきましては、先ほど申し上げました、村内６カ所

にそれぞれ飲料水６，９００リッター、アルファ化米１，３６１食、保存用パン４０８食

等を備蓄しております。 

 また、台風や地震等の大規模災害に備えた備蓄計画につきましては、最大被害想定の備

蓄体制としまして、家庭での７日分の自助備蓄を初め、共助、公助、それぞれの立場での

役割による分担備蓄が必要となってございます。公助の立場では、村及び大阪府でそれぞ

れ要給食者の１食分を備蓄することとしており、十分な量の確保となってございません。

今後も、災害発生時における自助の備えとして、各家庭におきまして最低７日分の食料、

飲料水及び生活備蓄品の備えとしていただけるよう、地区や自治防災組織などの防災訓練

等、あらゆる機会を通じまして意識の醸成に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 聞くところによりますと、今言われました６カ所に飲料水を初めアルファ化米、保存用

パンなどを聞きまして、少しは安心したところでございます。 

 ところで、現在備蓄している物資で必要十分な量を確保されているのかどうなのか、お

伺いいたします。 

○井上議長 中野課長。 
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○中野会計管理者兼総務課長 物資につきましては、現在大阪府また村でそれぞれ要給食

の１食分の基本といたしておりますので、この村の備蓄だけで十分な確保とはなってござ

いません。今後も災害発生時におけます自助の備えとしまして、各家庭におけます７日分

の食料の確保等を広報または各防災組織等の訓練等を通じまして広報してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 要望をお聞きします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 要望ですけど、私は考えましたものが、災害時における大切なものは、命を守る防災か

ら生き延びる防災が大切であると私は思っております。地震等の被害が大きいほど、ライ

フラインの復旧もままなりません。ふだんは当たり前のように使っている水道がとまった

らと考えることがあるでしょうか。自助、共助、公助と口では言っても、災害時に避難所

に行けば何でも食べられるとか、満腹になるほど公助で食べさせてくれると、間違った考

えの方も多数見受け聞きます。やはり、自助で７日間ぐらいの備蓄をしていれば、何とか

なるのではないでしょうか。今お伺いいたしますと、かなりの備蓄と、今後も備蓄してい

くとのことでありますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 要望といたします。ありがとうございました。 

○井上議長 質問事項、２番目の答弁者、吉田副村長。 

○吉田副村長 田中議員から御質問のございました新庁舎建設及び今後の行政運営のあり

方について御答弁を申し上げます。 

 本村の人口は国勢調査の速報値で６３７名減少しており、今後ますます人口減少が危惧

されます。こうした中、定住人口や交流人口を増加させ、村を活性化するため教育環境の

充実を初め、定住促進に向けた住環境の対策など、さまざまな施策を実施し、多くの方々

に移り住んでいただけるよう、また村民の転出抑制が図れるような魅力ある取り組みが必

要不可欠でございます。 

 財政調整基金につきましても、１３億円まで積み立てることができましたが、議員お示

しのように、今後新庁舎やビジターセンターの建設、総合戦略や過疎対策事業等を円滑に

進めるためには、まだまだ厳しい財政状況であることは言うまでもありません。 

 こうした中、税収の確保はもとより、国や府の交付金制度などを積極的に活用し、一般

財源の抑制に努め、少ない財源で大きな効果が発揮できるよう工夫した行政運営に努めて

まいります。さらに、過疎対策や総合戦略に掲載した事業実施に当たっては、魅力ある村
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づくりを行うため、庁内に設置している行政経営戦略会議やまち・ひと・しごと創生有識

者会議等において、事業目的や効果、コストバランスなど、あらゆる角度から検証を行い

ながら事業の必要性を常に見直し、持続可能な村政運営の確保に向け、職員一丸となって

取り組んでまいります。 

 また、こうした事業を円滑に進めるに当たり、副村長の役割といたしまして、村長を補

佐し、行財政運営のコントロールタワーとして職員の先頭に立つとともに、行政機能をチ

ェックいただく村議会とのパイプ役となって、行政運営を行ってまいりたいと考えていま

すので、議員の先生方におかれましても、今後とも御支援、御協力賜りますようよろしく

お願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 ここで、副村長じゃなくて課長さんにお聞きしますけど、答えは要りません。 

 きのう、私小吹台自治会会長さんから質問がありまして、今の村の人口は何ぼやと言わ

れました。だから、それは毎月千早赤阪の発行されている最後の人数が書いておられます

ので、それを見てくださいと。それは、村が出してる最新の人数ですと言ったら、そうか

と。それはわしは見たと。そしたら、村が発行している資料と千早赤阪の人数が２００人

違ってると。俺が言ってるのは、２人だったらとか、まあ１０人ぐらいだったら、その

月、二月あったら変わるだろうと。でも２００人どこかで違ってるということは、それは

おかしいと。だから、僕はどこから２００人と言われてるのか、私はわかりませんと。だ

からそれは一回、各課長さんにお願いをいたしますと言って、もし担当者だったら、それ

一回帰って、きょうとかあしたじゃなくていずれでもいいですけど、２００人というの

が、本当なら大き過ぎると。総務課長、そう思わんですか、なあ。だから、そういうこと

ですから、一回どの課でも調べてみてください。どこが発行を、例えば５，１００人と

５，３００人になったか、５，３００人が５，５００人になったかわかりませんけど、２

００人、間違いなくきのう会長さんが言われたんで、私はそれを回答しなくちゃいけませ

んので、いずれ一回どなたか教えてください、お願いします。 

 これから、副村長、どうも済んません。 

 定住促進に向けた住環境の対策や庁舎建設等に伴うビッグプロジェクトに財政規律を維

持しつつ、安定的な行政運営を行うための村の取り組み、姿勢を今お聞きいたしました

が、来年度の予定されている総合戦略関連の新規事業は、給付事業が中心であります。ま
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た、こうした事業については国の地方創生関連の交付金の対象とはならず、過疎債や一般

財源で賄うとのことであります。私は、村税収入の伸びが期待できない中で、安定的な財

政運営を行うためには、自主財源の確保が何よりも重要であり、さきの１２月議会におい

ても質問をさせていただきましたが、村外の多くの方々から応援をいただけるよう、ふる

さと納税を促進することが何よりも大切ではないかと考えております。 

 そこで、本年４月からふるさと納税に係る新たなシステムを構築して制度をスタートさ

せるとのことでありました。ふるさと納税について、現在の取り組み状況や今後のスケジ

ュール等についてわかる範囲で、言える範囲で結構でございますので、お伺いいたしま

す。 

○井上議長 吉田副村長。 

○吉田副村長 田中議員から御質問伺いましたふるさと納税に係る新たなシステムへの取

り組み状況についてでございますが、委託を行う専門業者につきましては、この間４者か

ら提案を受け、最も寄附の増額が期待できる株式会社ＪＴＢ西日本を選定いたしましたと

ころでございます。返礼品につきましても、村内事業者は８者、友好提携をしている田辺

市や楠木正成にゆかりのある神戸市などの村外事業者７者の協力を得て、魅力ある商品開

発に取り組んでいるところでございます。今後も引き続き、順次こうした商品の拡大をし

ていければと考えております。 

 また、村外の多くの方々から応援いただけるよう、４月１日からふるさと納税ポータル

サイトの最大手であるふるさとチョイスや、ＪＴＢの独自サイトにこうした内容を掲載し

広くＰＲするとともに、インターネットでの申し込みやクレジット決済ができるよう準備

を進めているところでございます。 

 また、４月中旬以降になろうかと思いますが、村の案内や返礼品を掲載したパンフレッ

トも作成し、関東地方を中心に配布するなど、一人でも多くの方々から本村を応援いただ

けるようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 質問をお受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 ただいま質問をいたしましたふるさと納税については、副村長自身が現地へ出向いてお

られ、交渉されたりで奔走されているとは聞いております。 

 ところで、吉田副村長についてはこの４月１日をもって大阪府庁へお帰りになられると

聞いております。本人の副村長もしかり、私たちもあっと言った２年間であったと思いま
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す。この短い２年間だったとは思いますが、この２年間を振り返って、村長を初め各課職

員の皆様、各議員の皆様に何か一言だけでも思い出を語っていただけたら幸いでございま

す。 

 では、お願いいたします。 

○井上議長 吉田副村長。 

○吉田副村長 私の副村長としてのこの２年間についてでございますが、過疎地域自立促

進計画の策定、また新しい役場庁舎建設に向けた取り組み初め、地方創生に係る総合戦

略、さらには新しい公共交通のあり方の検討など、本村が新しい一歩を踏み出すための重

要な施策にかかわらせていただきました。これはもう、私の公務員人生の中で経験のでき

ない、かけがないのない大切な貴重な経験をさせていただいたと考えております。また、

あっという間の２年間であり、今思いますと何ができたのかなあと。また、この村に本当

にお役に立つことができたのかなあと思い返すこともしばしばでございます。このような

微力な私が村長を補佐し、何とか副村長の職責を全うできましたのは、職員の皆様を初

め、議員の先生方の協力のたまものと感謝いたしております。 

 この村は、今新しい村づくりに向け、大きく動き出しました。私は府に戻ることとなり

ますが、村長は常々、我が国では例のない過疎からの脱却を図るため、一流の村づくりを

目指すと言われています。今後、さまざまな施策を通じ、この村に多くの人が集い、生活

し、活気あふれる村となりますことを心から祈念しております。基礎自治体であります村

と府との関係は、非常に重要でございます。府に戻りましても、この村でお世話になった

縁を大切にし、千早赤阪村を第二の故郷として村の発展に向け、側面からしっかりサポー

トしてまいりたいと考えております。 

 この２年間、村民の皆様を初め議員の先生方、職員には大変お世話になり、感謝の気持

ちでいっぱいでございます。まことにありがとうございました。今後とも、機会あるごと

にこの村に来させていただきたいと思います。その際には、知らんと言わんと温かく迎え

ていただければと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。本当にこの２年間、どうもお世話になりありがとう

ございました。（拍手） 

○井上議長 田中議員、要望をお受けします。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 要望させていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、長いようで短い２年間であったと思います。思い起こ

しますと、開発候補地の調査を初め防災意識の高揚や庁舎建設の早期基本設計などなど、
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数え上げれば切りがありません。４月１日からは大阪府庁に戻られるわけですが、府庁で

偉くなられても、職員の顔や名前は忘れられても、また議員も忘れてもよいと思います。

しかし、大阪町村会の会長の松本村長を初め大阪府議会議長の井上議長の２人と、最後に

大阪唯一の村、千早赤阪村を忘れずにお願いをし、府庁のどの場所からも温かい目でアド

バイスを行っていただきたいと思っております。 

 これからも体には十分に気をつけていただきまして、府庁勤めに邁進していただきまし

て、要望いたします。どうもありがとうございました。２年間ありがとうございました。 

 これにて２件の質問を終わらせていただきます。 

○井上議長 以上で本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。 

 ここで松本村長より挨拶がございます。 

○松本村長 ただいま皆さんのおかげで、２８年度の予算を可決いただきました。 

 また、議会の最中ではございますが、加速化の資金のほうも政府で決定していただきま

して、明るいニュースが参ったようなわけでございますが、これも２年間にわたり私を補

佐していただきました吉田副村長のおかげと心から感謝いたしております。 

 私どもの村、やっぱりなかなか本日の一般質問にしても、もうちょっと元気出してやら

ないかんというふうな話が非常に多ございます。特に、私どもの村の発展をかなり阻害し

ておりました都市計画法の運用についても、吉田副村長の骨折りのおかげで、かなり年度

がわりから緩和していただけるようなめどもつきましたので、私どもの村、これから少し

ずつ発展していけるかなと。いつも申しておりますとおり、２７年度より２８年度は少し

はよくなるというふうに私も考えておりますし、ぜひ議員の皆さんの御協力をいただきな

がら、少しずつ村をよくしていただきたいなというのが私の考えでございます。それとと

もに、いまいち、私が非常に気になりますのは、私どもの村の住民さんは特に、非常に、

何かあるとすぐに守りにはいってまう。今の時代、守りに入ったら必ずマイナスとなりま

す。御存じのとおり、シャープも鴻海に吸収されましたし、そういうことで、いわゆる守

りに入ったところは全てしぼんでいくということでございますので、何しろきょうよりあ

したは少しでも前へ行こうという気持ちで、我々職員ともども、精いっぱい村政運営に進

んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんの御協力をお願いしながら、ちょっとでもいい

村づくりに精いっぱい努力いたしますことをお願いするとともに、我々もそのように進ん

でいきたいと思います。 

 最後に、長い間にわたりまして村の発展に御協力いただきました吉田副村長に心から感

謝をいたしまして、簡単ですが私の閉会の御挨拶といたします。どうもありがとうござい

ます。またどうぞよろしくお願いします。（拍手） 
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○井上議長 どうもありがとうございました。 

 これで本日の会議を閉じ、平成２８年第１回千早赤阪村議会定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

            午後２時２９分 閉会 

 

  



- 119 - 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

            千早赤阪村議会 

 

               議  長     井 上  昭 司 

 

               議  員     清 井   浩 

 

               議  員     田 中  博 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 120 - 

 

 

 

 

 

 


